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　皆様には、平素から当金庫に対して格別のお引き立てを賜り、心から厚くお礼

申し上げます。

　さて、新型コロナウイルス感染症の感染再拡大による緊急事態宣言が6月20日

に解除となりましたが、依然終息までには至っておりません。

　その中で、当金庫と致しましては、引き続き感染防止に努めるとともに事業者の

方々への資金繰り支援等を積極的に行っているところでございます。

　一刻も早くコロナウイルスの感染が終息することを願いますとともに、皆様のご

健康を心よりお祈り致します。

　なお、本年も当金庫の経営方針や業績の推移などを取りまとめたディスクロー

ジャー誌を作成致しましたので、ぜひともご高覧の上、これまで以上に信頼いた

だき、より身近な金融機関として田川信用金庫をご利用いただければ幸いに存じ

ます。

　今後も地域の皆様により一層親しまれる信用金庫を目指し、地域に築きあげた

実績と信頼を礎として、皆様と共にこれからもまっすぐに歩みつづけるとともに、

地域密着型金融の具体的施策を実施し、お客様の満足が得られる様、地域金融

機関としての社会的使命を自覚し経営基盤の強化と安定及び地域社会の持続的

発展の為に役職員一同、努力邁進する所存でございます。

　何卒、今後とも変わらぬ、ご支援とご協力を賜ります様、お願い申し上げます。

令和3年7月

理事長

中藤  保弘

地
域
に
築
き
あ
げ
た

実
績
と
信
頼
。

皆
様
と
共
に
、

こ
れ
か
ら
も
ま
っ
す
ぐ
に

歩
み
つ
づ
け
ま
す
。

2

3

5

8

10

14

17

20

44

45

C O N T E N T S

ごあいさつ

地域貢献ディスクロージャー

当金庫の概要

金融ADR制度への対応

総代会

トピックス

営業のご案内

資料編

索引

店舗一覧

0201 Tagawa Shinkin Bank disclosure 2021Tagawa Shinkin Bank disclosure 2021



中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組の状況
～中小企業の経営支援に関する取組方針～

地域密着型金融の具体的施策の進捗状況（令和２年度）

貸出金

貸出金以外の運用

文化的・社会的貢献活動

お客様／会員

預金積金

出資金

70,000
69,000
68,000
67,000
66,000
65,000
64,000

（百万円）

（百万円）

貸出金残高

有価証券残高

当金庫は、お客様の着実な資産づくりのお手伝いをさせていただいております。お客様の
大切な財産の運用を目的や期間に応じて選択いただけますよう各種預金を取り揃えており
ます。
→当金庫の商品は本誌17頁をご覧ください。

お客様からお預入れいただいた預金積金につきましては、出資者である会員の皆様へのご
融資を基本として、地元中小企業の健全な発展と地域社会の繁栄に向けて、小口多数利用
者の原則に基づく融資を心掛けております。
→当金庫の商品は本誌17頁をご覧ください。

当金庫はお客様からお預かりした預金積金を、ご融資以外の他に有価証券による運用も
行っております。有価証券の運用は、国債等の債券を主体とし安全性第一を心掛けており
ます。

地域経済をとりまく環境は依然厳しく、本業である貸出金等による収益が伸び悩むなか適
切なリスク処理を実施した結果、当期決算では業務純益△10百万円、当期純利益44百万
円を計上しました。今後も一層の経営の合理化・効率化を図り安定的な収益確保の向上に
努めてまいります。
→詳細は20頁からの資料編をご覧ください。

当金庫は、地域社会の一員として、地域の祭事やボランティア活動に積極的に参加しており
ます。
⇒本誌15頁をご覧ください。

当金庫は、中小企業の方々をとりまく経営環境が厳しさを増す現在、業績低迷に苦慮しているお客様と親身になって相談し、業績、財務内容
について一歩踏み込んだ分析を行い、打開のための改善策、経営改善へのアドバイスをするなど、金融面だけではなく、生きた支援を心掛け
ております。

当金庫では、「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨や内容を十分に踏まえ、お客さまからお借入れや保証債務整理の相談を受けた際
に真摯に対応するための態勢を整備しています。また、経営者保証の必要性については、お客さまとの丁寧な対話により、法人と経営者の関
係性や財務状況等の状況を把握し、同ガイドラインの記載内容を踏まえて十分に検討するなど、適切な対応に努めています。
なお、令和2年度に当金庫において、新規に無保証で融資をした件数は181件、新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合は
15.57％、保証契約を解除した件数は6件、同ガイドラインに基づく保証債務整理の成立件数（当金庫をメイン金融機関として実施したもの
に限る）は0件です。

（1）ライフサイクルに応じた取引先企業の支援の一層の強化

（2）事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底

具体的な取組み 進捗状況（令和2年4月～令和3年3月）項　　目

具体的な取組み 進捗状況（令和2年4月～令和3年3月）項　　目

具体的な取組み 進捗状況（令和2年4月～令和3年3月）項　　目

日常の営業活動を通じて取引先企業との対話を重視し必要な改
善策を継続的に講じてまいります。

渉外活動における情報網を駆使し創業・新事業資金を支援して
まいります。

経営改善支援先として令和2年度は6先取組んでおり
ます。

・福岡県中小企業経営強化支援協議会並びに認定支援機関定例
会等を通じ外部の専門家によるコンサルティング機能の発揮
に努めてまいります。
・新型コロナウィルス感染症拡大に伴う影響を踏まえて返済条
件の緩和等に弾力的に対応してまいります。

令和2年4月1日以降73件の条件変更の申込みを受付
けております。

5先に対して実行ベースで50百万円の支援を行ってお
ります。創業・新事業支援

経 営 改 善 策

事業再生支援策

（3）地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献

お客様満足度アンケート調査を継続的に実施してまいり
ます。

・年金相談会、しんきん合同商談会等開催し、各種金融
サービスを提供してまいります。

・当庫ホームページに地元企業の紹介を行ってまいり
ます。

地域の活性化の中心的担い手である当庫の取引先で構
成する「田川信用金庫信友会」による各行事の機会を通
じて情報交換を行ってまいります。

令和3年1月に実施しております。

・年金相談会は新型コロナウイルスの感染拡大を受けまして中
止と致しました。
・当庫ホームページ上に「地域でがんばる企業紹介」としてコー
ナーを設け、取引先のセールスポイント等を掲載し、取引先の
販路拡大の一環として取組んでおります。
  なお、令和3年3月末の登録企業数は98先となっております。

地域の活性化の中心的担い手である信友会員による行事は
新型コロナウイルスの感染拡大を受けまして、すべて中止と致
しました。
なお、信友会本部役員による会議は感染防止対策を行い、定
期的に開催致しました。

・経営者保証ガイドラインに基づき実施してまいります。
・福岡県信用保証協会の各種保証制度をはじめ、同協会
との協調による支援を継続的に実施してまいります。

各種研修会等への積極的参加により目利き能力の向上
等あらゆる知識の取得に努めてまいります。

・保証人未徴求での取組実績は、181件1,026百万円（内、福岡県
信用保証協会付165件862百万円）となっております。
・保証人の解除の取組実績は、8件180百万円となっております。

令和2年度中に次の研修会等に参加しております。
・中小企業再生支援の取組みに関する懇談会（4月）
・筑豊地域中小企業支援協議会（全体会議）（8月）
・経営革新計画策定支援研修会（11月）
・中小企業支援担当者連絡会（11月）
・創業支援担当者研修会（3月）
・しんきん事業承継支援カンファレンス（3月）

不動産担保や個人保
証に過度に依存しな
い融資の徹底

融資審査態勢の強化
等 人 材 の 育 成

顧客からの評価を業務に
反映する取組み態勢等

多様な金融サービス
の提供

異業種交流会の実施

貸出金以外の運用
（有価証券残高）

144億円

文化的・社会的
貢献活動

今期決算に関する事項

令和2年度

お客様の預金積金について

貸出金

支援サービス

預金積金残高
695億円

貸出金残高
287億円

（預貸率 41.32％）

会員数 6,036名
出資金 177百万円 情報支援サービス等

お客様／会員
常勤役職員 73名
店舗数 9店舗
自己資本比率 9.27％

田川信用金庫

69,57169,571

令和1年度

65,54465,544

平成30年度

65,03665,036

預金積金残高

地域貢献ディスクロージャー

当金庫は、田川・行橋地域を主な事業区域として、地元の中小企業者や住民の皆様が会員となって、お互いに助け合い、お互いに発展し
ていくことを共通の理念とし運営されている相互扶助型の金融機関です。
地元のお客様からお預かりした大切な資金（預金や積金）は、地元で資金を必要とするお客様に融資を行って、事業や生活の繁栄のお手
伝いをするとともに、地域社会の一員として地元の中小企業者や住民の皆様との強い絆とネットワークを形成し、地域経済の持続的発展
に努めております。また、金融機能の提供にとどまらず、文化、環境、教育といった面も視野に入れ、広く地域社会の活性化に積極的に取り
組んでおります。

経営者保証に関するガイドラインへの取組み

30,000

29,000

28,000

27,000

26,000

25,000
令和2年度

28,74728,747

令和1年度

27,37227,372

平成30年度

29,40729,407

（百万円）
20,000
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000

令和2年度

14,42414,424

令和1年度

14,71914,719

平成30年度

15,814  15,814  
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当金庫の概要

本　　店

金田支店

香春支店

東 支 店

西 支 店

添田支店

赤池支店

行橋支店

方城支店

営業店

設 立
本 店 所 在 地
店 舗
会 員 数
純 資 産
常勤役職員数

理  事  長
常 務 理 事
常 勤 理 事
常 勤 理 事

中藤　保弘
二場　道明
重光　睦和
田中　修治

理  事
理 事

二神　正光
髙靏　享一

常 勤 監 事
員 外 監 事

杉本　幸治
鬼丸　昌広

1948年（昭和23年）8月16日
福岡県田川市大字伊田3557番地8
9店舗
6,036名
2,850百万円
73名

地域金融機関として地元発展への貢献を第一と心掛け、地域住民との共存共栄を図りながら顧客ニーズに応え、一層の基盤拡充を目指し、
徹底した目標管理により本業収益を確保するとともに職員の資質向上をはかり経営の安定性、健全性、将来性、効率性を追及する。

当座預金、普通預金、貯蓄預金、通知預金、定期預金、定期積金、別段預金、納税準備預金、譲渡性預金等を取
り扱っております。

（1）貸　付
　  手形貸付、証書貸付及び当座貸越を取り扱っております。
（2）手形の割引
　  銀行引受手形、商業手形及び荷付為替手形等の割引を取り扱っております。

預金の支払準備及び資金運用のため、国債、地方債、社債、株式、その他の証券に投資しております。

送金為替、当座振込及び代金取立等を取り扱っております。

（1）代理及び媒介　信金中央金庫
（2）代理業務　 地方公共団体の公金取扱業務、（株）日本政策金融公庫等の代理業務
（3）保護預り及び貸金庫業務
（4）債務の保証
（5）公共債の引受
（6）国債等公共債の窓口販売
（7）保険商品の窓口販売（保険業法第275条第1項により行う保険募集）
（8）スポーツ振興くじの当せん金払戻業務
（9）電子債権記録業に係る業務

田川信用金庫は地域金融機関として、広く金融サービスを通じてお客様に信頼され、お役に立てるしんきんとして地域社会の繁栄に貢
献する。

コンプライアンス（法令等遵守）とは、各種法律をはじめ当金庫の諸規程、ならびに確立された社会規範やルールを厳格に遵守す
ることです。法令等の違反は当金庫の信用を著しく失墜させるだけでなく、内容によっては処罰を課せられ企業としての存続が失
われることもあり得る重要な問題です。
信用金庫は一般企業にも増して公共性が高く、法令等遵守については当然のことであり、当金庫の最重要課題の一つとして制度、
運営の充実を図っていきます。
信用金庫は信用金庫法をはじめ各種法令等の適用を受けております。地域金融機関として、地域の皆様から真に信頼を頂くため
に信用金庫の意思決定機関である理事会が法令等遵守に係る基本方針及び遵守基準を策定し、役職員全員が守るべき行動規範
を明確にして業務を遂行して参ります。

理事会 監事会

常勤監事

理事長

常勤理事

常務理事

総代会

監査室

業務部

融資部

総務部

総　務　課

経　理　課

人事研修課

審　査　課

管　理　課

業　務　課

事　務　課

本　部

預金業務

貸出業務

有価証券投資業務

内国為替業務

附帯業務

概  要 組織図

コンプライアンス（法令等遵守）体制

経営理念

経営方針

福地公認会計士事務所　公認会計士　福地　昌能

会計監査人 　令和3年6月30日現在

役 員 　令和3年6月22日現在

金庫の主要な事業内容

総合企画室
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金融ADR制度への対応

1.リスク管理の基本方針
当金庫では各種業務の執行に伴い発生するさまざまなリスクを正しく把握し、かつ金融情勢の変化に対応できるようリスクを統合的に
管理することによって、健全性の確保と収益性の向上を図るため次のような管理体制を整備しております。

　当金庫は、お客さまからの苦情のお申し出に公正かつ的確に対応するため業務運営体制・内部規則を整備し、その内容をホーム
ページ、チラシ等で公表しています。
　苦情は、当金庫営業日（9時～17時）に営業店（電話番号は45～46ページ参照）または業務部業務課（電話：0947-42-4040）
にお申し出ください。

当金庫は、個人情報に関する基本方針（プライバシーポリシー）を公表するとともに、個人情報取扱事業者として「個人情報の保護に関す
る法律」およびその他の関連法令等に基づき、個人情報の保護に努めます。
ホームページ　https://www.tagawashinkin.co.jp

理事会

常務会

信用リスク
管理部署
融資部
審査課
管理課

市場リスク
管理部署
総務部
（経理課）

流動性リスク
管理部署
業務部
（業務課）

事務リスク
システムリスク
管理部署
業務部
（事務課）

法務リスク
管理部署
総務部
（総務課）
業務部
（業務課）

風評リスク
管理部署
業務部
（業務課）

人的リスク
管理部署
総務部

（人事研修課）

有形資産リスク
管理部署
総務部
（総務課）

オペレーショナル・リスク

（ ）

2.管理体制

〈しんきん相談所〉

〒103-0028 東京都中央区八重洲１-３-７
03-3517-5825
月～金（祝日、12月31日～1月3日を除く）9:00～17:00
電話、面談、手紙

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1丁目10-4 第二博多偕成ビル3階
092-481-8815
信用金庫営業日　9:00～17:00
電話、面談、手紙

　　苦情等のお申し出があった場合、その内容を十分に伺ったうえ、内部調査を行って事実関係の把握に努めます。
　　事実関係を把握したうえで、営業店、関係部署等とも連携を図り、迅速・公平にお申し出の解決に努めます。
　　苦情等のお申し出については記録・保存し、対応結果に基づく改善措置を徹底のうえ、再発防止や未然防止に努めます。
　　当金庫のほかに、一般社団法人全国信用金庫協会が運営する「全国しんきん相談所」や「九州北部地区しんきん相談所」等で
も苦情等のお申し出を受け付けています。詳しくは上記業務部業務課にご相談ください。

　福岡弁護士会のほか、東京三弁護士会等が設置運営する仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、上記当金
庫連絡先「業務部業務課」または上記「しんきん相談所」へお申し出ください。なお、各弁護士会に直接申し立てていただくことも
可能です。
　また、東京三弁護士会等ご利用の場合は、①現地調停としてお近くの弁護士会の仲裁センター等にお越しいただき、テレビ会
議システム等を通じてお話いただくことにより、②移管調停として当事者間の同意を得たうえでお近くの弁護士会の仲裁センタ
ー等に案件を移管し手続きを進めることができます。

当金庫の苦情等の対応
当金庫は、お客さまからの苦情等のお申し出に迅速・公平かつ適切に対応するため、以下のとおり金融ＡＤＲ制度も踏まえ、

内部管理態勢等を整備して苦情等の解決を図り、もって当金庫に対するお客さまの信頼性の向上に努めます。

〈当金庫における苦情処理措置・紛争解決措置等の概要〉

住　　所
電話番号
受付日時
受付媒体

〈東京三弁護士会等〉

〈福岡県弁護士会仲裁センター等〉

〒810-0004 福岡市中央区
渡辺通5-14-12（南天神ビル内）
092-741-3208
月～金曜日  9:00～19:00
土、日、祝日  9:00～13:00

〒803-0816 北九州市小倉北区
金田1-4-2（北九州弁護士会館内）
093-561-0360
月～金曜日　  9:30～12:00
                  13:30～15:30

〒830-0021 久留米市篠山町11-5
（筑後弁護士会館内）
0942-30-0144
月～金曜日 10:00～11:30
                 13:00～16:00

住　　所

電話番号

受付日時

〒100-0013
東京都千代田区霞ヶ関1-1-3
03-3581-0031

月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
9:30～12:00、13:00～15:00

〒100-0013
東京都千代田区霞ヶ関1-1-3
03-3595-8588

月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
10:00～12:00、13:00～16:00

〒100-0013
東京都千代田区霞ヶ関1-1-3
03-3581-2249

月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
9:30～12:00、13:00～17:00

住　　所

電話番号

受付日時

（1）　営業店および各部署に責任者をおくとともに、業務部業務課がお客さまからの苦情等を受け、適切な対応に努めます。
（2）　苦情等のお申し出については事実関係を把握し、営業店、関係部署および業務部業務課が連携したうえ、速やかに解決を
　　図るよう努めます（または当金庫コンプライアンス委員会とも連携して解決を図ります）。
（3）　苦情等の対応にあたっては、解決に向けた進捗管理を行うとともに、苦情等のお申し出のあったお客さまに対し、必要に応
　　じて手続の進行に応じた適切な説明を業務部業務課から行います。
（4）　お客さまからの苦情等のお申し出は、全国しんきん相談所をはじめとする他の機関でも受け付けていますので、内容やご
　　要望等に応じて適切な機関をご紹介いたします。

❶
❷
❸
❹

❻

❺

信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産の
価値が毀損あるいは消滅し、当金庫が損失を被るリスクのこと
です。当金庫では与信取引にかかる信用リスクを適正に把握し、
適切なリスク管理を行うことによって、資産の健全性を維持・確
保することとしています。

市場リスクとは、金利、有価証券の価格、為替等のさまざまな市
場のリスク・ファクターの変動により、保有する資産の価値が変
動し損失を被るリスクのことです。当金庫では、リスクを適正に
把握し、これを当金庫として取り得る許容範囲内に収めるととも
に、リスク管理と配分による適切な収益の確保に努めています。

信用リスク管理 市場リスク管理

流動性リスクとは、市場流動性リスクと資金繰りリスクをいいま
す。市場流動性リスクとは、市場の混乱等により市場において取
引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余
儀なくされることにより、損失を被るリスクのことです。また、資
金繰りリスクとは、必要な資金が確保できなくなり資金繰りがつ
かなくなる場合や、資金の確保に通常よりも著しく高い金利で
資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスクのことで
す。当金庫では、市場流動性の状況を適切に把握し対応するとと
もに、当金庫の資金調達・運用構造に則した適切かつ安定的な
資金繰り体制を確立しています。

オペレーショナル・リスクとは、金融機関の業務の過程、役職員
の活動もしくはシステムが不適切であること又は外生的な事象
により損失を被るリスク及び金融機関自らが「オペレーショナル・
リスク」と定義したリスクのことです。当金庫では、オペレーショ
ナル・リスクを「事務リスク」「システムリスク」「法務リスク」「人
的リスク」「有形資産リスク」「風評リスク」と定義し、各々の「リス
ク管理要領」によりリスク管理態制を整備することで経営の健
全性、適切性の確保に努めています。

流動性リスク管理 オペレーショナル・リスク管理

「個人情報の保護に関する法律」に対する対応

天神弁護士センター

全国しんきん相談所（一般社団法人 全国信用金庫協会） 九州北部地区しんきん相談所（一般社団法人 九州北部信用金庫協会）

東京弁護士会紛争解決センター

北九州法律相談センター

第一東京弁護士会仲裁センター

久留米法律相談センター

第二東京弁護士会仲裁センター

リスク管理体制

リスク管理統括委員会
統括部署
総合企画室
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総　代　会

総代とその選任方法

総代会制度について

信用金庫は、会員同士の「相互信頼」と「互恵」の精神を基本理念に、会員一人ひとりの意見を最大の価値とする協同組織金融機
関です。したがって、会員は出資口数に関係なく、ひとり一票の議決権を持ち、総会を通じて当金庫の経営に参加することになりま
す。しかし、当金庫では、会員数がたいへん多く、総会の開催は事実上不可能です。そこで、当金庫では、会員の総意を適正に反映
し、充実した審議を確保するため、総会に代えて総代会制度を採用しております。
この総代会は、決算、取扱業務の決定、理事・監事の選任等の重要事項を決議する最高意思決定機関です。したがって、総代会
は、総会と同様に、会員一人ひとりの意見が当金庫の経営に反映されるよう、選任区域ごとに総代候補者を選考する選考委員会を
設け、会員の中から適正な手続きにより選任された総代により運営されます。
さらに、当金庫では、総代会に限定することなく、利用者満足度調査や役職員による日々の訪問活動を実施するなど日常の事業活
動を通じて、総代や会員とのコミュニケーションを大切にし、さまざまな経営改善に取り組んでおります。
なお、総代会の運営に関するご意見やご要望につきましては、お近くの営業店までお寄せください。

総代の任期・定年・定数
・総代の任期は3年です。
・総代の定年は満70歳です。（選任時満70歳未満であること）
・総代の定数は40人以上70人以内で、会員数に応じて各選任区域ごとに定められております。
なお、令和3年6月30日現在の総代数は48名です。

総代の選任方法
総代は、会員の代表として、会員の総意を当金庫の経営に反映する重要な役割を担っております。そこで総代の選考は、総代候
補者選考基準に基づき、次の3つの手続きを経て行われます。
①総代会の決議により、会員の中から総代候補者選考委員を選任する。
②選考委員会を開催のうえ、総代候補者選考委員が総代候補者を選考する。
③上記②により選考された総代候補者を会員が信任する。（異議があれば申し立てる）

総代候補者選考基準
①資格要件
 ・当金庫の会員である方
 ・就任時点で満70歳未満の方
②適格要件
 ・総代としてふさわしい見識を有している方
 ・良識をもって正しい判断ができる方
 ・人格にすぐれ、金庫の理念・使命を十分理解している方
 ・その他総代候補者選考委員が適格と認める方

総代会は、会員一人ひとりの意見を適正に反映するために開かれた制度です。

総代候補者
②選考委員会を開催のうえ、「選考基準」に基づき総代候補者を選考

決算に関する事項、理事・監事の選任等
重要事項の決定

①総代会の決議により、会員の中
から選考委員を選任し、選考委
員の氏名を店頭掲示する。

③総代候補者氏名を店頭掲示し、
所定の手続きを経て、会員の代表
として総代を委嘱

選考委員

総　代総代会

会　員

総代会

（1）

（2）

（3）

（注1）しんきん相談所
　　・全国しんきん相談所
　　・九州北部地区しんきん相談所

（注2）弁護士会仲裁センター等
　　・福岡県弁護士会仲裁センター等
　　・東京弁護士会紛争解決センター
　　・第一東京弁護士会仲裁センター
　　・第二東京弁護士会仲裁センター

お 客 さ ま

業務部業務課
（主管部署）

常務会

営業店 関係部署

話
し
合
い

話
し
合
い

適
切
な
説
明
・
他
機
関
の
紹
介

連
携

内
部
監
査

連
携

連
携

報
告
・
連
絡

報
告
・
連
絡

検
討
・
見
直
し 紛

争
解
決
へ
の
対
応

紛
争
解
決（
現
地
調
停
・
移
管
調
停
）の
申
立
て

紛
争
解
決
の

取
次
ぎ
依
頼

紛
争
解
決

の
取
次
ぎ

苦
情
等
の

お
申
し
出 苦

情
等
の
お
申
し
出 苦

情
等
の
お
申
し
出

連携

検証

しんきん相談所（注1）

弁護士会仲裁センター等（注2）

（５）　紛争解決を図るため、弁護士会が設置運営する仲裁センター等を利用することができます。その際には、当該仲裁センター等の
　　規則等も踏まえ、適切に協力します。
（６）　お申し出のあった苦情等を記録・保存し、その対応結果に基づき、苦情等に対応する態勢の在り方の検討・見直しを行います。
（７）　苦情等への対応が実効あるものとするため、内部監査部門が検証する態勢を整備しています。
（８）　苦情等に対応するため、関連規程等に基づき業務が運営されるよう、研修等により金庫内に周知・徹底します。
（９）　お客さまからの苦情等は、業務改善・再発防止等に必要な措置を講じることにより、今後の業務運営に活かしていきます。
（10）　苦情等への取組体制

会員の総意を適正に反映するための制度

1009 Tagawa Shinkin Bank disclosure 2021Tagawa Shinkin Bank disclosure 2021

ト
ピ
ッ
ク
ス

信
金
中
央
金
庫
の
ご
案
内

総
代
会

金
融
A
D
R
制
度
へ
の
対
応

当
金
庫
の
概
要

地
域
貢
献
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー

営
業
の
ご
案
内

資
料
編



第73期 通常総代会決議事項
令和3年6月22日に開催された第73期通常総代会において次の事項が付議され、それぞれ原案のとおり了承されました。
報告事項
（1）第73期（令和2年4月1日～令和3年3月31日）業務報告、貸借対照表及び損益計算書の内容報告
（2）店舗移転（店舗内店舗）の件
決議事項
第1号議案:第73期剰余金処分案承認の件　　第2号議案：会計監査人退任の件
第3号議案：理事選任の件　　第4号議案：総代候補者選考委員選任の件

総代の属性等別構成比
職業別：法人役員77％、個人事業主19％、個人4％
年代別：70代以上8%、60代54％、50代29％、40代9％
業種別：建設業30％、卸・小売業28％、製造業9％、不動産業9％、飲食サービス業7％、その他サービス業7％、専門・技術サービス業4％、　
　　    　医療・福祉4％、その他2％
（注）業種別の構成比は法人役員及び個人事業主に限っております。

地区を9区の選任区域に分け、各選任区域ごとに総代の定数を定める 。

総代候補者氏名を、1週間以上店頭掲示 左記掲示について西日本新聞に公告

当該総代候補者が選任区域の総代定数の1／2以上 総代定数の1／2未満

選考を行わない他の候補者を選考　上記②③に従うものとする

理事長は総代に委嘱 総代の氏名を店頭に1週間以上掲示

①総代候補者選考委員の選任

②総代候補者の選考

③総代の選任

総代会の決議により、選任区域ごとに会員のうちから選考委員を委嘱

選考委員の氏名を店頭に掲示

選考委員が総代候補者を選考 理事長に報告

異議申出期間（公告後2週間以内）

選任区域の会員数の1／3以上の会員から
異議の申出があった総代候補者

会員から異議がない場合または選任区域の
会員数の1／3未満の会員から異議の申出が
あった総代候補者

原田 　篤⑦　浦野 義弘⑤　中島 昭⑤　柏木 正國④　重藤 和己④　津島 潔④　橘 常太郎④　笠原 祐仁②　古賀 和光②
堀 弘道①　永原 譲太郎①

植田 久稔⑤　池田　 昇④　中川 幸二④　桑野 秀幸④

江藤 忠典⑤　檜村 寛治⑤　秋田    哲④　中井 利巳④　梅林 和弘④　緒方 正憲③　伊藤 浩司②

空閑 暁紀雄⑥　高山 善昭⑤　江頭 賢助④　諸隈 達也④　溝口 雅靖④　魚島 一彦④　佐竹 信介①　尾﨑 行人①　長原    仁①

井手上    剛⑧　梶原 義勝⑤　亀川 　寿⑤　梶原 孝文④　冨田 公嗣④　鎌谷 昌幸④　黒岩 桂司④　岩本 秀和②
福山 盛次郎①

迫　 卓司④　小川 浩一①

秋元 克之④　香月 博道①

大場 直俊②　野村 和宏①

仲村 信之①　岩﨑 徳浩①

金田支店地区

香春支店地区

東支店地区

西支店地区

添田支店地区

赤池支店地区

行橋支店地区
方城支店地区

本 店 地 区

信金中央金庫のご案内

　信金中央金庫（略称：信金中金）は、全国の信用金庫を会員とする協同組織形態の金融機関であり、信用金庫の中央金融機関とし
て1950年に創立しました。
　さまざまな金融商品・サービスを提供しているほか、全国の信用金庫から預け入れられた豊富な資金を国内外の金融市場における
有価証券投資や事業会社などへの貸出により運用しています。
　また、信金中金は、「地域の課題を解決する機能」、「信用金庫のセントラルバンク機能」および「機関投資家としての機能」を有してお
り、地域社会の皆さまに質の高いサービスを提供することで、地域におけるさまざまな課題を解決し、信用金庫とともに持続的な成長
を目指しています。

①「地域の課題を解決する機能」、②「信用金庫のセントラルバンク機能」、③「機関投資家としての機能」という３つの機能を有しています。

金 庫 数
預 金 量
店 舗 数
役職員数

254金庫
155兆円
7,181店舗
10万3千人

（令和3年3月末現在）

資 金 量
拠 点 数

役職員数

35兆円
国内14店舗
海外6拠点
1,248人

…
…
…
…

…
…

…

信用金庫 信金中金

（注）丸数字は平成10年以降の総代の就任回数であります。

信金中央金庫（略称：信金中金）は信用金庫のセントラルバンクです。

信金中金の機能

国
内
外
の
金
融
市
場
や

地
方
公
共
団
体
、事
業
会
社
な
ど

預金積金 預金（余裕資金）

貸出
金融サービス提供

信用金庫の
経営にかかるサポート

信用金庫の
業務にかかるサポート

信用金庫業界の
資産運用

　信用金庫がお客さまのために行っている多様な業務をサポートし、顧客ニーズの多様
化・高度化に信用金庫が迅速に対応できるよう、中小企業のビジネスマッチングや海外
展開、個人の資産形成や相続、地域創生やフィンテックの活用などに取り組んでいます。

地域の課題を
解決する機能

　信用金庫の収益力向上や健全性確保などに向けて、信用金庫のセントラルバンクとし
て、コンサルティング機能のさらなる強化や信用金庫業界のサイバーセキュリティ対策の
ほか、信用金庫経営力強化制度等の適時・適切な運営を通じて、信用金庫業界の信用秩
序の維持に万全を期しています。

信用金庫の
セントラル
バンク機能

　全国の信用金庫から預け入れられた預金や金融債を発行して調達した資金を、国内外
の金融商品や事業会社などへの貸出により運用しています。また、グローバルに投融資を
行っている金融グループとして持続可能な社会の実現に向け、ＥＳＧ投融資等を推進して
います。

機関投資家と
しての機能

出資出資

地域

個人

中小
企業 信

用
金
庫
取
引
先

信

用

金

庫

信
金
中
央
金
庫

総代名簿（敬称略・順不同） 令和3年6月30日現在

1

2

3
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トピックス

渉外
説明

満足

お客様の利便性を図る目的として、お客様の声を聞くアンケート調査を令和3年1月18日（月）から令和3年1月22日（金）まで実施
し、結果は下記のとおりになりました。
また、お客様からいただきましたご意見を今後の金庫運営に反映させ、より一層お客様にご満足いただける金庫として、取り組んで
参ります。

シンボルマーク 

豊穣の象徴である四つ葉のクローバー
と幸運の象徴であるてんとう虫で、4つ
の信用金庫とその連携・協力を表現。    

『クローバーしんきんグループ』は福岡、筑豊地区の4金庫（田川・飯塚・遠賀・福岡）を構成メンバーとして、
平成22年6月1日に発足しました。
私たちは、加盟各金庫の独自性を尊重しつつ、相互の連携を深めていくことにより、場合によっては、1金庫で
はなしえない総合的金融サービスをも提供させていただき、地域の経済、社会に貢献することを目指してい
ます。

それぞれの金庫単独では応じがたい大規模の需要について、協調融資によ
る対応を推進していきます。

なお、今後の取組みとしては、事務用品やその他備品の共同調達による、グループ内金庫のコストダウンの
実施や、事務処理・各種帳票の統一化による効率化の促進を図るほか、お客様への安定的なご融資を目指
した新商品の開発を行うなど、地域の活性化に向けた様々な取組みを図ってまいります。

すでに開催しています「理事長意見交換会」、各金庫の役員による「役員意
見交換会」、各金庫の課長による「業務研究会」に加え、グループ内における
営業手法などの共有化を目指し、合同「支店長研究会」を定期的に開催して
おります。

お客様の利便性向上を図る取組みによるアンケート調査

商品の共同開発と販売
〈協調融資〉

その他
〈支店長合同研究会の定期開催〉

189
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2

2

挨拶

188

19

店舗

186

21

11 1

店内

198

11

態度

満　　足
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無 回 答
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6
0
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9
0
0
1
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1
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144
7
0
0
2

153
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8
0
0
1

153
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0
0
2

153
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1
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12

195

説明

9
1

199

誠意

17

4

188

満足

146 143 135144

6 9 14

1 1 7 1

1

2 3

144 129 128

8
22 22

1 2 2

店舗（窓口担当者の接客態度や店舗の清掃等）

渉外担当者（渉外担当者の接客態度や親しみやすさ等）

クローバーしんきんグループの活動

クローバーしんきんグループの取組み状況

4金庫参加の福筑地区信用金庫協会野球大会 業務研究会

渉外
態度

渉外
親しみ

渉外
約束

渉外
誠意

渉外
情報
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地域の活動やイベントに積極的に参加します。
創業以来常に皆様と共に、地域の暮らしに根ざした身近な金融機関として実績を重ねてまいりました私たちしんきんでは、常にふれあい
を大切にして、お付き合いの和を広げていきたいと願います。新型コロナウイルスの影響で中止されておりますが、毎年盛大に開催され
る「川渡り神幸祭」への積極的な取り組みを始め、「ふる里かわら夏まつり盆踊り大会」、「I LOVE フクチフェスタ」など様々な地域行事へ
の参加などを通して、地域の一員としての連帯と交流を深めています。（※過去の写真も掲載しております。）

地域の活動

当金庫行事

トピックス

ふる里かわら夏祭り 校区夏祭り

TAGAWAクロカン駅伝交流大会

川渡り神幸祭清掃活動

TAGAWAコールマインフェスティバル

5月

8月

1月

8月

信用金庫の日6月 クリーン活動8月

しんきんふれあい旅行11月 しんきん合同商談会11月

オール電化イベント12月 信友会忘年会12月

新春祈願祭1月 田川信用金庫杯バレーボール大会3月

11月

1615
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《預  金》
当座預金
小切手、手形などをご利用いただける預金です。頻繁に出し入れ
する商店・会社の商用に最適です。
普通預金
おサイフがわりや帳簿がわりにお気軽にご利用いただけます。お
取引先などからの振込口座に便利です。
無利息型普通預金（決済用預金）
預金保険制度により、全額保証されます。
・お利息はつきません。
・要求払い預金（出し入れ自由）です。
・決済サービス機能が付いています。
総合口座
1冊に普通預金・定期預金がセットされ、「ためる、使う、借りる」
ができる万能通帳。イザという時には定期預金の90％、最高500
万円まで自動的にご融資させていただきます。
貯蓄預金
一定の金額を最低残高とする預金です。10万円型と30万円型の
2つの種類があり、利息もお得になっています。
通知預金
一時的にまとまった資金の短期運用に便利です。1週間たてば2
日前のご通知でお引出しできます。
納税準備預金
納税資金を計画的に準備しておく預金です。
スーパー定期
1千万円未満の自由金利預金です。期間は1ヵ月～5年以内です。
大口定期預金
1千万円以上のまとまった資金の運用として1ヵ月～5年以内の期
間でもっとも高利回りが期待できます。
期日指定定期預金
1年複利で増える有利な預金です。お預け入れ後1年経過すると
1ヵ月前のご連絡で一部のお引出しもできます。
変動金利定期預金
6ヵ月ごとに市場実勢により金利が変更される定期預金です。
定期積金
毎月一定額を積立てて、計画的な財産づくりと豊かなライフプラ
ンの実現にお役立てください。

《融  資》
商業手形割引
商業手形等の割引をいたします。
手形貸付
仕入資金など短期運転資金をご融資いたします。
証書貸付
設備資金など長期資金が必要な時ご融資いたします。
当座貸越
一定のご契約額まで当座決済資金をご融資いたします。
住宅ローン
住宅の新築・購入・増改築・マンションの購入にご利用いただ
けます。
個人ローン
豊かな暮らしづくりのためにご利用ください。さまざまなプラン
の実現にお役に立ちます。
カーライフプラン
お車の購入、車検、修理、免許取得費用などにご利用ください。
教育プラン
ご入学金・授業料など学校に納める学費のほか、就学にかかる
付帯費用などにもご利用いただけます。
カードローン
カード1枚で限度額範囲内であれば、必要な金額を必要な時に
ATMからご利用になれます。
リリーフエース、フリーローン・モア
ショッピング・レジャー、趣味など、お使いみちは自由。短期のプ
ランにご利用ください。
たがわしんきん『頑張ローン』
お使いみちは自由。運転資金・設備資金・借換資金にもご利用
いただけます。
代理業務と制度融資
信金中央金庫・㈱日本政策金融公庫・住宅金融支援機構などの
代理業務と福岡県・田川市の制度融資を取り扱っております。
《その他》
個人向け国債
変動金利型10年満期と固定金利型5年満期、固定金利型3年満
期があり、中途換金も可能。安心、手軽な国債です。

しんきんATMゼロネットサービス
しんきんキャッシュカードなら、全国どこのしんきんATMでも平
日・土曜のご利用手数料が無料になりました。
ゼロネットサービスタイム
　平日／8：45～18：00の入出金
　土曜／9：00～14：00の出金
全国キャッシュサービス
全国の都市銀行・地方銀行・労働金庫など全国のキャッシュサ
ービス提携金融機関及びゆうちょ銀行でご出金・残高照会がで
きます。
為替
当金庫の本支店をはじめオンラインで結ばれた全国各地の金融
機関のご指定の口座へ振り込みができます。また、手形や小切手
のお取立にご利用できます。
自動振替
電気・電話・ガス・水道・NHKなどの公共料金や各種の税金、
社会保険料、高校授業料、火災保険、各種クレジットなどの自動
振替のお取扱いをしています。
給与振込
給与やボーナスがお勤め先から直接あなたの口座に振り込まれ
ますから、必要な時に必要なだけお引き出しができます。
自動送金サービス
家賃・駐車場料金・仕送りなど毎月決められたご指定日に、お
客さまの口座からご指定の口座へ確実に振込代行いたします。
外貨両替
海外旅行へお出かけの際に必要な外国通貨をご用意致します。
しんきんカード
㈱九州しんきんカードが発行するVISAカード、JCBカードをお
持ちいただきますと国内および海外の加盟店でショッピングが
楽しめます。
年金受取
一度のお手続きで、厚生年金・国民年金などが自動的に振り込
まれます。

キャッシングサービス
VISA、JCBなど提携カード会社が発行するクレジットカードがキ
ャッシュサービスコーナーでご利用できます。
テレホンバンキング
残高照会や振込などが電話1本でどこからでもご利用できます。
お忙しい方にたいへん便利です。
インターネットバンキング
お手持ちの携帯電話やパソコンで、どこからでもご利用いただけ
ます。インターネットに接続できるパソコン、携帯電話で残高照
会、入出金明細照会、振込、振替がご利用いただけます。
デビットカードサービス
キャッシュカードでお買い物やご飲食のご利用代金を口座から
即時に決済できます。特別な手続きをいただかなくても、お手持
ちのキャッシュカードがそのままデビットカードとしてご利用い
ただけます。
スポーツ振興くじ（toto）の当せん金払戻業務
スポーツ発展のために発売しているスポーツ振興くじ（toto）で、
サッカー Jリーグの試合結果を予想していただきますと、その当
せん金を本店にて払戻しいたしております。
九州しんきんリース
機器設備など九州しんきんリース㈱がお客様に賃貸するシステム
です。事務合理化などにメリットがあります。
しんきんグッドすまいる
住宅ローンをご利用されるお客さまに、安心もいっしょにお届け
する住宅火災保険です。
個人年金保険
ゆとりある老後生活を送るための準備資金にご利用いただけま
す。
貸金庫
全自動の貸金庫で、お客様の大切な財産を安全にお預かりいた
します。

心をこめたサービスで、地域のみなさま   とともに歩みます。
営業のご案内 サービスのご案内

営業のご案内
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主な手数料一覧

　「田川信用金庫は地域金融機関として広く金融サービスを通じてお客様に信頼され、お役に立てるしんきんとして地域社会の繁栄に貢献する」
を経営理念として、地元発展への貢献を第一と心掛け、地域の金融円滑化に全力を挙げて取り組んでまいりました。新型コロナウイルス感染症拡
大の影響を踏まえ、お取引先中小企業の事業継続の観点から資金繰り対策に万全を期すため、信用保証協会のセーフティネット保証による支援
と併せ、当金庫独自の資金繰り支援策を積極的に全力で推進してまいります。
　また、経営の最重要項目であるコンプライアンス（法令等遵守）につきましても引き続き充実・強化に努めてまいります。

　令和2年度の地域経済は、緊急事態宣言が発令されるなど、新型コロナウイルス感染症対応に終始した1年でありましたが、他方で人口減少や
少子高齢化、中小企業数の減少といった構造変化は加速傾向にあり、ウィズコロナ対策としての経営環境の改善にとどまらず、長期的な構造変化
対応も併せて求められる状況にあることから、今後も中小企業における経営環境の不透明感は続くものと思われます。

　令和2年度の業績は、預金積金につきましては、期末残高で695億円（対前期比6.14％増）、期中平均残高で702億円（対前期比7.06％増）とな
り、貸出金につきましては、期末残高で287億円（対前期比5.02％増）、期中平均残高で279億円（対前期比0.33％減）となりました。
収益面につきましては、業務純益で△10百万円を計上、経常利益は43百万円、当期純利益は44百万円を計上いたしました。
なお、この状況での当金庫の自己資本比率は9.27％となっております。

　地域社会をいかに存続させていくかという大きな課題に直面する中で、地方創生・地域活性化にこれまで以上に積極的に取り組み、それを通
じて収益力の向上を図ることも重要であり、各地域のニーズを踏まえた業務の拡大方策に取り組んでいるところであり、地域経済の活性化に貢
献し、お客様本位の視点に立ったサービスの提供に努め、地域の皆様が安心・安全に暮らすことの出来る社会作りにも積極的に関わっていくこと
にこれまで以上に期待されています。当金庫といたしましては、令和3年度事業計画並びに令和3年度からの中期経営計画の諸目標の達成に努力
し、地域社会活性化に全力を挙げて取り組んでまいります。

　長引く超低金利政策のもとで、預貸金利ざやや有価証券運用益を中心とした利益確保が一段と困難になっていることなどから昨年にも増して
厳しい状況が続いておりますが、地域社会を持続可能なものとしていくことが求められており、預金・貸金を中心とした従来型の業務にとどまる
ことなく、地域の実情に即した持続可能なビジネスモデルを構築し、地元企業の成長・発展、再生に向けた支援を一段と強化することで、地域に
おける新たな資金需要の創出につとめるとともに、取引先のさまざまなニーズに応えていく所存であります。
　なお、当金庫は信用金庫法第36条第5項第5号及び同法規則第23条の規程に基づき理事会で決議した「内部管理基本方針」を定め、業務の健
全性・適切性の確保に努めております。
　理事及び職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他金庫の業務の適正を確保するための体制について
の決定内容及び運用状況の概要は以下のとおりであります。

令和3年4月1日現在

ホームバンキング基本料（月額）
法人インターネットバンキング基本料（月額）

代金取立  

振込

項目

項目 単位 金額

自店内

同地 他行普通 他行至急

本支店宛 他行宛

振込・送金  
代手・担手・割手

窓口利用（電信）

窓口利用（文書）
 
　　　現　金
 
　　　キャッシュカード
 
自動送金サービス
 
テレホンバンキング
 
ホームバンキング
 
インターネットバンキング 

3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上

１１０円
２２０円

―
―

１１０円
２２０円
１１０円
１１０円
１１０円
１１０円
無　料
無　料
無　料
無　料
無　料
無　料

２２０円
４４０円

―
―

１１０円
３３０円
１１０円
２２０円
１１０円
３３０円
１１０円
２２０円
１１０円
３３０円
１１０円
３３０円
１,１００円
１,１００円

６６０円
８８０円
４４０円
６６０円
４４０円
６６０円
３３０円
５５０円
４４０円
６６０円
３３０円
５５０円
４４０円
６６０円
４４０円
６６０円

１,１００円

４４０円 ６６０円 １,１００円
広域交換3-1 個別取立 個別取立至急
４４０円 ６６０円 １,１００円

両替後の合計枚数 手数料 
無　料 
100円 
200円 

（注）窓口でご入金の手形・小切手のうち、遠隔地を支払い場所とするものについては、代金取立手数料を申し受けることがあります。

内
国
為
替

預
金
関
係

諸
証
明
書
関
係

融
資
関
係

両
替
手
数
料

手形・小切手帳の
発行

マル専口座 
 自己宛小切手発行     

後見支援預金口座開設手数料
通帳証書キャッシュカード等再発行・ICキャッシュカード発行（再発行）    

当金庫カード使用

 他行カード使用

平日18時迄、土曜・日曜・祝日14時迄 
平日18時以降、土曜・日曜・祝日14時以降
平日18時迄、土曜14時迄 
平日18時以降、土曜14時以降、日曜・祝日は終日 

1冊
1冊
1冊
1回
1枚
1枚
１口座
1件

1通
1通
1口座
1通
1通
1通
１先

６６０円
８８０円
４４０円
３,３００円
５５０円
５５０円

３３,０００円
１,１００円
無　料
１１０円
１１０円
２２０円

項目 単位 金額

項目 単位 金額

預金等取引明細 
各種証明書 
顧客指定の用紙による各種証明書  
融資証明書
個人情報開示

預金・融資残高証明書 継続発行
都度発行

３３０円
４４０円
５５０円
５５０円
１,１００円
１１,０００円
１,３２０円

融資実行手数料
返済予定表再発行
カードローン

不動産担保取扱

基本手数料

追加手数料

カード再発行
非事業性資金（設定１件につき）
事業性資金（設定１件につき）
複数の法務局で共同担保設定する場合
県外・営業地区外の物件に担保設定する場合
担保物件の追加設定
極度額の増額・減額 

1設定につき
法務局が1ヶ所増える毎に 

1件
1件
1枚

１,１００円
２２０円
１,１００円
３３,０００円
５５,０００円
１１,０００円
１１,０００円
１１,０００円
１１,０００円

1枚～49枚
50枚～500枚
501枚～1,050枚

（注）手数料の金額には消費税（10%）が含まれています。 ※詳しくは窓口にお問い合わせください。

当座小切手帳
約束手形帳
為替手形帳
口座開設
手形用紙

両替機による両替手数料

１．おつりを含む両替後の合計枚数となります。
２．両替機でのお取扱い１回あたりの料金となります。 
３．１回あたりのお取引の限度枚数は１,０５０枚となります。 
４．金種によっては限度枚数までのご両替が出来ない場合が
　あります。     
５．手数料をお支払いいただく際には別途１００円硬貨が必要
　となります。    
 

お取扱枚数 手数料
無　料
１１０円
３３０円
５５０円
1,100円

1,000枚ごとに550円追加 

1枚～49枚
50枚～200枚
201枚～500枚
501枚～1,000枚
1,001枚以上

窓口での両替手数料

現金によるご預金の払い戻しに際して金種を指定される場合の手数料

１．お取扱枚数はご両替前・ご両替後のい
ずれか多い方の枚数とさせていただきま
す。高額の金種にまとめるご両替につい
ても手数料をいただきます。

２．同一金種の新しい紙幣へのご両替、汚損し
た硬貨のご両替、記念硬貨のご両替はこ
れまでどおり無料とさせていただきます。 
    

１．お取扱枚数に応じて窓口での両替手数料と同額の手数料をいただきます。
２．お取扱枚数につきましては「払い戻し枚数から万円券の枚数を除いた枚数」とさせていただきます。 

A
T
M

不渡手形返却料・取立手形店頭呈示料
組戻 

手形

小切手 右記以外
無　　料

ATM

１．コンプライアンス委員会の開催
１．コンプライアンス委員会の開催
２．各課店に「コンプライアンス責任者・担当者」を配置
３．内部監査部門による法令等遵守態勢の有効性及び適切性について監査を行い監査結果を常務会及び監事に報告する

１．理事の職務の執行に係る情報については、文書（電磁的記録を含む）の整理保管、保存期限及び廃棄ルール等を定めた「文書保存規程」に
　  基づき、適正な保存及び管理を行う

事業の概況

事業方針

金融経済環境

業　績

事業の展望

信用金庫が対処すべき課題

理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

理事及び職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

１．リスク管理統括委員会の開催
２．リスク管理統括委員会は、リスクの状況を定期的または必要に応じて随時常務会に報告をする。また、特に経営に重大な影響を及ぼす事 
　　案については、常務会及び理事会に速やかに報告する

損失の危険の管理に関する規程その他の体制

一

二

三
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１．監事は、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するため、理事会、常務会及びその他の重要な委員会等に出席することができる  
　　ほか、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な書類を閲覧し、理事または職員に対しその説明を求めることができる

令和1年度 令和2年度資産の部

1,008
31,406
14,424
511
2,996
6,830
495
3,589
28,747
145
1,031
26,515
1,054
370
6

216
8
56
82
370
91
220
58
0
0
0
82
32

△ 856

75,587

1,105

25,917

14,719

1,017

2,575

7,066

415

3,644

27,372

164

951

25,059

1,196

377

11

216

10

57

82

403

105

220

76

0

0

0

107

43

△ 866

69,180

令和1年度 令和2年度

令和1年度 令和2年度

負債の部

65,544

587

28,207

0

34,873

1,619

255

495

495

139

10

46

0

0

8

0

1

50

19

11

195

102

1

0

43

66,534

179

179

2,568

180

2,388

1,517

871

△ 5

2,742

△ 95

△ 95

2,646

69,180

69,571
833

32,759
0

34,154
1,558
265
2,730
2,730
147
9
46
0
0
10
2
1
57
18
12
192
49
1
0
32

72,737

177
177
2,606
179
2,426
1,517
909
△ 7

2,775
74
74

2,850
75,587

（△848）（△ 857）

現 金

預 け 金

有 価 証 券

貸 出 金

そ の 他 資 産

有 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産

繰 延 税 金 資 産

債 務 保 証 見 返

貸 倒 引 当 金

（うち 個 別 貸 倒 引 当 金）

資 産 の 部 合 計

国 債

地 方 債

社 債

株 式

そ の 他 の 証 券

割 引 手 形

手 形 貸 付

証 書 貸 付

当 座 貸 越

未 決 済 為 替 貸

信 金 中 金 出 資 金

前 払 費 用

未 収 収 益

そ の 他 の 資 産

建 物

土 地

その他の有形固定資産

ソ フ ト ウ ェ ア

その他の無形固定資産

預 金 積 金

借 用 金

そ の 他 負 債

賞 与 引 当 金

退 職 給 付 引 当 金

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

睡眠預金払戻損失引当金

偶 発 損 失 引 当 金

債 務 保 証

負 債 の 部 合 計

出 資 金

利 益 剰 余 金

処 分 未 済 持 分

会 員 勘 定 合 計

その他有価証券評価差額金

評 価・換 算 差 額 等 合 計

純 資 産 の 部 合 計

負債及び純資産の部合計

　 　

当 座 預 金

普 通 預 金

貯 蓄 預 金

定 期 預 金

定 期 積 金

そ の 他 の 預 金

借 入 金

未 決 済 為 替 借

未 払 費 用

給 付 補 塡 備 金

未 払 法 人 税 等

前 受 収 益

払 戻 未 済 金

払 戻 未 済 持 分

職 員 預 り 金

そ の 他 の 負 債

普 通 出 資 金

利 益 準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

特 別 積 立 金

当期未処分剰余金

　 　

純資産の部

（単位:百万円）貸借対照表

JR彦山駅（2016年撮影）

１．「理事会」とその委任を受けた審議・決定機関である「常務会」を一体化した意思決定・監督機関と位置付け、それぞれの運営等は「理事 
　　会規程」及び「常務会規程」に定める
２．理事会は、経営方針、経営計画、業務・態勢に係る基本方針を定め、より具体的な対応は常務会、各種委員会及び担当理事等の判断に委ねる

１．監事は監査業務の実効性を確保するため、その職務を補助する職員の配置を求めることが出来る
２．監事がその職務を補助すべき職員の配置を求めた場合は、常務会において協議のうえ、当該業務等を十分検証できる能力を有する者を配
　　置する

監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項

理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

１．監事の職務を補助すべき職員は、当該監査業務に関して監事の指揮命令に従い、理事の指揮命令を受けないこととする
２．理事は、監事の職務を補助すべき職員の人事異動及び考課等の人事権に係わる事項の決定については、予め監事に同意を求めることとする

監事の職務を補助すべき職員の理事からの独立性に関する事項

１．理事は次に定める事項について、事態認識後直ちに監事に報告することとする
　  ①理事会及び常務会で決議された事項
　  ②当庫に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
　  ③経営状況に関する重要な事項
　  ④内部監査状況及びリスク管理に関する事項
　  ⑤重大な法令・定款違反
　  ⑥公益通報の状況及び内容
　  ⑦その他コンプライアンス上重要な事項
２．職員は、前記に関する重大な事実を認識した場合には監事に直接報告できるものとする
３．監事は、理事及び職員に対して監査に必要な事項の報告を求めることができるものとする

理事及び職員が監事に報告するための体制その他の監事への報告に関する体制

その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制

四

五

六

七

八

2221
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1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

　

9.

10.

11.

1 2.
13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法に
よる償却原価法（定額法）、その他有価証券については原則として決
算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法
により算定）、ただし時価を把握することが極めて困難と認められ
るものについては移動平均法による原価法により行っております。
　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法
により処理しております。
　有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額法を採用し
ております。また、主な耐用年数は次のとおりであります。
　建　物　22年～ 50年
　その他　  3年～ 20年
　無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額法により償
却しております。なお、自金庫利用のソフトウェアについては、金庫
内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
　外貨建資産・負債は、主として決算日の為替相場による円換算額
を付しております。
　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとお
り計上しております。
　日本公認会計士協会 銀行等監査特別委員会報告第4号「銀行等金
融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に
関する実務指針」（令和2年10月8日）に規定する正常先債権及び要
注意先債権に相当する債権については、一定の種類毎に分類し、過
去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等
に基づき計上しております。破綻懸念先債権に相当する債権につい
ては、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見
込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しておりま
す。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債
権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を
控除した残額を計上しております。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が
資産査定を実施し、実施部門から独立した監査部門が査定結果を監
査しております。
　賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対す
る賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上してお
ります。
　退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、企業会計基準
適用指針第25号「退職給付に関する会計基準の適用指針」（平成27
年3月26日）に定める簡便法（退職給付に係る期末自己都合要支給
額を退職給付債務とする方法）により、当事業年度末における必要
額を計上しております。
　また、当金庫は、複数事業主（信用金庫等）により設立された企業
年金制度（総合設立型厚生年金基金）に加入しており、当金庫の拠出
に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、
当該企業年金制度への拠出額を退職給付費用として処理しており
ます。
　なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠
出等に占める当金庫の割合並びにこれらに関する補足説明は次の
とおりであります。

（1） 制度全体の積立状況に関する事項（令和2年3月31日現在）
　①年金資産の額　　　　　　　　　  　1,575,980 百万円
　②年金財政計算上の数理債務の額
　　と最低責任準備金の額との合計額　  1,718,649 百万円
　差引額（①－②）　　　　　　　    　 　△142,668 百万円
（2） 制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合（令和2年3月現在）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　0.0552％
（注） 掛金拠出額は、事務費掛金を除いています。掛金拠出割合の
　　　端数は小数点以下第5位を四捨五入しています。
（3） 補足説明
上記（1）の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務
残高189,351百万円[及び別途積立金46,682百万円]であります。
本制度における過去勤務債務の償却方法は期間19年0ヵ月の元利
均等定率償却であり、当金庫は、当事業年度の財務諸表上、当該償
却に充てられる特別掛金10百万円を費用処理しております。
　なお、特別掛金の額は、予め定められた掛金率を掛金拠出時の
標準給与の額に乗じることで算定されるため、上記（2）の割合は当
金庫の実際の負担割合とは一致しません。

　役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるた
め、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当事業年度末ま
でに発生していると認められる額を計上しております。
　睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、
預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生
する損失を見積もり、必要と認める額を計上しております。
　偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるた
め、将来の負担金支払見込額を計上しております。
　消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。
　会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計
上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及
ぼす可能性があるものはありません。
　理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債
権及び金銭債務はありません。
　有形固定資産の減価償却累計額1,012百万円
　貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算機の一部につい
ては、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しており
ます。
　貸出金のうち、破綻先債権額は491百万円、延滞債権額は683百
万円であります。
　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継
続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁
済の見込がないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒
償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）の
うち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第1項第3号
のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じ
ている貸出金であります。
　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権
及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支
払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
　貸出金のうち、3ヵ月以上延滞債権額に該当する債権はありません。
　なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日
の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に
該当しないものであります。

　貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は4百万円であります。
　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図る
ことを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、
債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破
綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであ
ります。
　破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩
和債権額の合計額は1,179百万円であります。
　なお、17．から20．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額で
あります。
　手形割引は、業種別委員会実務指針報告第24号に基づき金融取
引として処理しております。これにより受け入れた銀行引受手形、
商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は（再）担保
という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面
金額は145百万円であります。
　担保に供している資産は次のとおりであります。
　内国為替決済の担保として定期預け金2,180百万円、公金取扱の
担保として定期預け金4百万円、借用金の担保として定期預け金
3,147百万円です。
　また、その他の資産のうち手形交換所保証金が1百万円であります。
　出資1口当たりの純資産額8,386円87銭
　金融商品の状況に関する事項

（1） 　金融商品に対する取組方針
当金庫は、預金業務、融資業務および市場運用業務などの金融業
務を行っております。
このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及
び負債の総合的管理（ALM）をしております。

（2） 　金融商品の内容及びそのリスク
当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対
する貸出金です。
また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、満期保有
目的、純投資目的で保有しております。
これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、
市場価格の変動リスクに晒されております。
一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リス
クに晒されております。
また、変動金利の預金については、金利の変動リスクに晒されて
おります。

（3） 　金融商品に係るリスク管理体制
①　信用リスクの管理
　当金庫は、信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金につ
いて、個別案件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管理、保証
や担保の設定、問題債権への対応など与信管理に関する体制を整
備し運営しております。
　これらの与信管理は、各営業店のほか融資部により行われ、ま
た、経営陣を含む融資審議会を開催し、審議・報告を行っており
ます。
　さらに、与信管理の状況についても、融資部がチェックしてお
ります。
　有価証券の発行体の信用リスクに関しては、総務部において、
信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しております。

②　市場リスクの管理
(ⅰ)   金利リスクの管理
　当金庫は、市場リスク管理要領に則って金利の変動リスクを
管理しております。
　市場リスク管理要領及び資金運用基準において、リスク管理
方法や手続等の詳細を明記しており、理事会において決定され
た方針に基づき、常務会において実施状況の把握・確認、今後
の対応等の協議を行っています。
(ⅱ)   為替リスクの管理
当金庫は、為替の変動リスクに関して、個別の案件ごとに管
理しております。
(ⅲ)   価格変動リスクの管理
有価証券を含む市場運用商品の保有については、市場リスク

管理要領に従い行われております。
　このうち、総務部では、市場運用商品の購入を行っており、事
前審査、投資限度額の設定のほか、継続的なモニタリングを通
じて、価格変動リスクの軽減を図っております。
　これらの情報は総務部を通じ、常務会において定期的に報告
されております。
(ⅳ)   市場リスクに係る定量的情報
当金庫において、主要なリスク変数である金利リスクの影響
を受ける主たる金融商品は、「預け金」、「有価証券」のうち債券、
「貸出金」、「預金積金」、「借用金」であります。
　当金庫では、これらの金融資産及び金融負債について、「信用
金庫法施行規則第132条第1項第5号ニ等の規定に基づき、自己
資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」
（平成26年金融庁告示第8号）において通貨ごとに規定された
金利ショックを用いた時価【または経済価値】の変動額を市場
リスク量とし、金利の変動リスクの管理にあたっての定量的分
析に利用しております。
　当該変動額の算定にあたっては、対象の金融資産及び金融負
債を（固定金利群と変動金利群に分けて、）それぞれ金利期日に
応じて適切な期間に残高を分解し、期間ごとの金利変動幅を用
いております。
　なお、金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定
し、当事業年度末において、上方パラレルシフト（指標金利の上
昇をいい、日本円金利の場合1.00％上昇等、通貨ごとに上昇幅
が異なる）が生じた場合、対象となる金融商品の時価【または経
済価値】は、1,469百万円減少するものと把握しております。
　当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提と
しており、金利とその他のリスク変数との相関を考慮しており
ません。
　また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合
には、算定額を超える影響が生じる可能性があります。
③　資金調達に係る流動性リスクの管理
　当金庫は、流動性リスク管理要領に則って、適時に資金管理
を行うほか、資金調達手段の多様化、市場環境を考慮した長短
の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管理して
おります。

貸借対照表の注記
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28.

27.

26. 29.

30.

（4）　 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品のうち預け金、貸出金、預金積金及び借用金については、
簡便な計算により算出した時価に代わる金額を開示しております。

   金融商品の時価等に関する事項
   令和3年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの
差額は、次のとおりであります（時価等の算定方法については（注
１）参照）。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非
上場株式等は、次表には含めておりません（（注2）参照）。
　また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。

 （注1）金融商品の時価等の算定方法
金融資産
（1）  預け金
　満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似している
ことから、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け
金については、残存期間に基づく区分ごとに、新規に預け金を
行った場合に想定される適用金利で割り引いた現在価値を算定
しております。

（2）  有価証券
　株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関か
ら提示された価格によっております。投資信託は、公表されてい
る基準価額によっております。
　なお、保有目的区分ごとの有価証券に関する注記事項について
は26.から27.に記載しております。

（3）  貸出金
　貸出金は、以下の①～③の方法により算出し、その算出結果を
時価に代わる金額として記載しております。
①　破綻懸念先債権、実質破綻先債権及び破綻先債権等、将来
キャッシュ・フローの見積りが困難な債権については、貸借対
照表中の貸出金勘定に計上している額（貸倒引当金控除前の額。
以下「貸出金計上額」という。）の合計額から貸出金に対応する個
別貸倒引当金を控除した価額

②　①以外のうち、変動金利によるものは貸出金計上額
③　①以外のうち、固定金利によるものは貸出金の種類及び期間
に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行っ
た場合に想定される利率で割り引いた価額

金融負債
（1）  預金積金
　要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額
（帳簿価額）を時価とみなしております。また、定期預金の時価
は、一定期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割
り引いて現在価値を算定し、その算出結果を時価に代わる金額
として記載しております。その割引率は、新規に預金を受け入
れる際に使用する利率を用いております。

（2）  借用金
　当金庫の借用金は固定金利であり、一定の期間ごとに区分し
た当該借用金の元利金の合計額を同様の借入にて想定される

利率で割り引いて現在価値を算定しております。

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の
貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報に
は含まれておりません。

（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
 

（注4）借用金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額 

　
　                              

　有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであ
ります。これらには、「国債」、「地方債」、「社債」、「株式」、「その他の証
券」が含まれております。以下、27.まで同様であります。
満期保有目的の債券

その他有価証券

当事業年度中に売却したその他有価証券

　その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が
取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復す
る見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって
貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失と
して処理（以下「減損処理」という。）しております。
　当事業年度における減損処理額は146百万円（うち、社債146百
万円）であります。
    また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、当金庫
内規「有価証券会計処理基準」によっております。

　当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧
客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件  
について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを
約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は
8,357百万円であります。このうち契約残存期間が1年以内のもの
が3,988百万円あります。

　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、そ
れぞれ次のとおりであります。

貸借対照表計上額 時　価 差　額
（1）預け金（＊1）
（2）有価証券
　    満期保有目的の債券
　　 その他有価証券
（3）貸出金（＊1）
　    貸倒引当金（＊2）

（1）預金積金（＊1）
（2）借用金（＊１）

31,406

300
14,011
28,747
△852
27,895
73,613
69,571
2,730
72,301

31,468

295
14,114

27,473
73,352
69,588
2,733
72,322

61

△4
102

△421
△261
17
3
20

金融資産計

金融負債計

（単位:百万円）

（＊1）預け金、貸出金、預金積金及び借用金の「時価」には、「簡便な計
算により算出した時価に代わる金額」を記載しております。

（＊2）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除
しております。

（＊）非上場株式及び出資金については、市場価格がなく、時価を
把握することが極めて困難と認められることから時価開示
の対象とはしておりません。

貸借対照表計上額区　　分

非上場株式（＊）

信金中金普通出資金（＊）

その他出資金（＊） 

10
216
5

231合　　計

（単位:百万円）

（単位:百万円）

1年以内

預け金

有価証券

　満期保有目的の債券

　その他有価証券のうち
　 満期があるもの

貸出金（＊）

13,906

－

1,770

3,567
19,243

1年超
5年以内

17,000

100

6,586

8,810
32,496

5年超
10年以内

－

100

1,750

8,309
10,159

10年超

500

100

1,833

5,955
8,389合　　計

（単位:百万円）

1年以内

67,033
2,365
69,398

1年超
2年以内

1,995
65

2,060

2年超
3年以内

321
65
386

3年超

220
235
455合　　計

預金積金（＊）

借用金

（＊）貸出金のうち、期間の定めがないものは含めておりません。

（＊）預金積金のうち、要求払預金は「１年以内」に含めております。

（単位:百万円）

種類

外国証券

外国証券

貸借対照表
計上額

　100

200

300

時価

100

195

295

差額

0

△4

△4合　　計

時価が貸借対照表計
上額を超えるもの

時価が貸借対照表計
上額を超えないもの

種　　類

株　　式
債　　券
　国　債
　地方債
　社　債
そ の 他
小 　  計
株　　式
債　　券
　国　債
　地方債
　社　債
そ の 他
小 　  計

貸借対照表
計上額
134
9,014
511

2,504
5,999
2,258
11,408
350
1,323
－

492
831
1,031
2,705
14,114

取得原価

130
8,888
499

2,463
5,925
2,188
11,207
380
1,352
－

495
857
1,070
2,803
14,011

差　額

4
126
11
41
73
69
200
△30
△28
－
△2
△26
△38
△97
102合　　計

貸借対照表
計上額が
取得原価を
超えるもの

貸借対照表
計上額が
取得原価を
超えないもの

（単位:百万円）

844
－
－
－
－

692
1,537

売却益の合計額売却額
63
－
－
－
－
70
133

売却損の合計額
－
－
－
－
－
－
－合　　計

株　　式
債　　券
　国　債
　地方債
　社　債
そ の 他

（単位:百万円）

繰延税金資産
　税務上の繰越欠損金
　貸倒引当金
　退職給付引当金
　その他
繰延税金資産　小計
　将来減算一時差異等の合計
　に係る評価性引当額
評価性引当額　小計
繰延税金資産　合計
繰延税金負債
繰延税金資産(負債)の純額

47
39
53
72
213

△102
△102
110
28
82

百万円

百万円

貸借対照表の注記
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1,025,011
802,596
609,319
25,716
161,093
6,468
82,524
44,881
37,642
65,597

45
61,962
3,589
74,293
10,748
63,195
349

981,570
17,097
15,487
204
1,127
277

121,767
13,646
108,121
146,582

－
146,270

312
692,508
426,787
253,833
11,887
3,615

－
－
57

3,557
43,440
701
701

42,738
2,007

△ 3,454
△ 1,446
44,185
864,902
909,087

984,058
828,317
642,714
29,040
150,272
6,289
83,190
45,955
37,235
24,321

－
20,299
4,022
48,229
1,095
42,952
4,181

855,772
17,432
15,670
251
1,280
229

129,771
14,376
115,394
1,016
46
－
969

700,386
429,083
260,296
11,006
7,165
2,707
499
98

3,859
128,286
9,091
9,091

119,194
1,212
1,733
2,945

116,248
754,945
871,194

科　　　　目科　　　　目
871,194,052

708,500

871,902,552

909,087,812
2,030,000

911,117,812

令和1年度 令和2年度

785,499
802,596
17,097

△ 39,243
82,524
121,767
△ 80,985
65,597
146,582
665,271
0.90%

810,885
828,317
17,432

△ 46,580
83,190
129,771
23,304
24,321
1,016

787,609
1.14%

令和1年度 令和2年度

73,560
27,952
30,886

－
14,505
71,232
70,276

－
901

802,596
609,319
25,716

－
161,093
17,097
15,692

－
1,127

1.09
2.17
0.08
－

1.11
0.02
0.02
－

0.12

令和2年度
68,502
28,047
25,229

－
15,008
66,220
65,638

－
537

令和1年度 令和2年度
828,317
642,714
29,040

－
150,272
17,432
15,922

－
1,280

令和1年度 令和2年度
1.20
2.29
0.11
－

1.00
0.02
0.02
－

0.23

令和1年度

令和1年度及び令和2年度の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処
分計算書は、信用金庫法第38条の2第3項の規定に基づき、本田公
認会計士事務所 公認会計士  本田征洋氏・福地公認会計士事務所 
公認会計士  福地昌能氏の監査を受けております。

令和2年度における貸借対照表、損益計算書及び剰余金処
分計算書（以下、「財務諸表」という。）の適正性、及び財務
諸表作成に係る内部監査の有効性を確認しております。

令和3年6月22日

田川信用金庫

理事長

（注）1.

        2. 国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。

業務粗利益
資金運用勘定平均残高

業務粗利益率= ×100

利息（千円）平均残高（百万円） 利回り（％）

経 常 収 益
　資 金 運 用 収 益
　 貸 出 金 利 息
　 預 け 金 利 息
　　有価証券利息配当金
　　そ の 他 の 受 入 利 息
　役 務 取 引 等 収 益
　　受 入 為 替 手 数 料
　　そ の 他 の 役 務 収 益
　そ の 他 業 務 収 益
　　外 国 為 替 売 買 益
  　国 債 等 債 券 売 却 益
　　そ の 他 の 業 務 収 益
　そ の 他 経 常 収 益
　　貸 倒 引 当 金 戻 入 益
　　株 式 等 売 却 益
　　そ の 他 の 経 常 収 益
経 常 費 用
　資 金 調 達 費 用
　 預 金 利 息
　　給付補塡備金繰入額
　 借 用 金 利 息
      そ の 他 の 支 払 利 息
   役 務 取 引 等 費 用
　　支 払 為 替 手 数 料
　　そ の 他 の 役 務 費 用
　そ の 他 業 務 費 用
　　外 国 為 替 売 買 損
　　国 債 等 債 券 償 却
　　そ の 他 の 業 務 費 用
  経  　　 　　　　　　費
 人   件   費
　　物         件         費
　　税                       金
　そ の 他 経 常 費 用
  　 株 式 等 売 却 損
  株 式 等 償 却
       そ の 他 資 産 償 却
　　そ の 他 の 経 常 費 用
経 常 利 益
特 別 損 失
　固 定 資 産 処 分 損
税 引 前 当 期 純 利 益
法人税、住民税及び事業税
法 人 税 等 調 整 額
法 人 税 等 合 計
当 期 純 利 益
繰 越 金（当 期 首 残 高）
当 期 未 処 分 剰 余 金

当期未処分剰余金

利益準備金限度超過取崩額

合 計

科　　　　目

6,893,445
－

（年4％）6,893,445
904,224,367

7,000,490

－

（年4％）7,000,490

864,902,062

令和1年度 令和2年度
剰 余 金 処 分 額
　利 益 準 備 金

　普 通出資 配当金

繰越金（当期末残高）

資 金 運 用 収 支
　　資 金 運 用 収 益
　　資 金 調 達 費 用
役 務 取 引 等 収 支
　　役 務 取引等 収 益
　　役 務 取引等 費用
そ の 他 業 務 収 支
　　その他 業 務 収 益
　　その他 業 務 費 用
業 務 粗 利 益
業 務 粗 利 益 率

資 金 運 用 勘 定
　　う ち 貸 出 金
　　う ち 預 け 金
　　うち商品有価証券
　　う ち 有 価 証 券
資 金 調 達 勘 定
　　う ち 預 金 積 金
　　う ち 譲 渡 性 預 金
　　う ち 借 用 金

平成28年度
1,040,749
124,981
102,994

187
374,669
2,664
65,685
62,459
30,155
18,583
8.31
20
9
5
84

6,136

平成29年度
1,064,893
145,401
126,935

181
362,936
2,781
67,540
63,701
31,145
17,509
8.65
20
9
5
84

6,093

平成30年度
1,015,491
107,040
97,417
180

360,309
2,863
69,005
65,036
29,407
15,814
8.90
20
9
5
74

6,072

令和1年度
984,058
128,286
116,248

179
358,892
2,646
69,180
65,544
27,372
14,719
9.25
20
8
5
67

6,018

令和2年度
1,025,011
43,440
44,185
177

354,832
2,850
75,587
69,571
28,747
14,424
9.27
20
8
5
68

6,036

（千円）
（千円）
（千円）
（百万円）
（口）
（百万円）
（百万円）
（百万円）
（百万円）
（百万円）
（％）
（円）
（人）
（人）
（人）
（人）

（単位）
経 常 収 益
経 常 利 益（△ は 経 常 損 失）
当期純利益（△は当期純損失）
出 資 総 額
出 資 総 口 数
純 資 産 額
総 資 産 額
預 金 積 金 残 高
貸 出 金 残 高
有 価 証 券 残 高
単 体 自 己 資 本 比 率
出資に対する配当金（出資1口当たり）
役 員 数
　う ち 常 勤 役 員 数
職 員 数
会 員 数

令和2年度令和1年度

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
出資１口当たり当期純利益金額127円29銭

（注）1．資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（令和1年度4百万円、令和2年度2百万円）を控除して表示しております。
　　 2．国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。

これを下記のとおり処分します。

中藤　保弘

（単位:千円） （単位:円）

（単位:千円）

主要な業務の状況を示す指標

損益計算書の注記

1.
2.

最近5年間の主要な経営指標の推移

業務粗利益

△ 10,467
△ 10,467
73,840

65,219

102,286
102,286
81,987

81,987

令和1年度 令和2年度
業 務 純 益
実 質 業 務 純 益
コ ア 業 務 純 益

コ ア 業 務 純 益
（投資信託解約損益を除く）

（単位:千円）業務純益

資金運用収支の内訳

損益計算書 剰余金処分計算書

会計監査人による監査

財務諸表の正確性、内部監査の有効性

１．業務純益＝業務収益 ‒ （業務費用 ‒ 金銭の信託運用見合費用）
　  業務費用には、例えば人件費のうちの役員賞与等のような臨時的な経
費等を含まないこととしています。

　 また、貸倒引当金繰入額が全体として繰入超過の場合、一般貸倒引当
金繰入額（または取崩額）を含みます。

２．実質業務純益 = 業務純益 + 一般貸倒引当金繰入額
　 実質業務純益は、業務純益から、一般貸倒引当金繰入額の影響を除いたも
のです。

３．コア業務純益 = 実質業務純益 ‒ 国債等債券損益
　 国債等債券損益は、国債等債券売却益、国債等債券償還益、国債等債
券売却損、国債等債券償還損、国債等債券償却を通算した損益です。

（注）
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32,947
25,427
37,173
35,574

1
155

70,276
－

70,276

29,252

22,579

36,226

34,536

1

159

65,638

－

65,638

令和1年度 令和2年度

流 動 性 預 金

　う ち 有 利 息 預 金

定 期 性 預 金

　うち固定金利定期預金

　うち変動金利定期預金

そ の 他

譲 渡 性 預 金

合 計

8,594
△ 2,021
15,354

－
△ 4,738
△ 747
△ 230

－
△ 516

△ 34,494
△ 31,374
△ 18,678

－
15,558
364
－
－

364

△ 25,899
△ 33,395
△ 3,323

－
10,820
△ 382
△ 230

－
△ 152

△ 35,707

△ 54,136

28,523

－

△ 10,093

△ 1,048

△ 1,012

－

△ 35

14,280

20,252

△ 31,487

－

25,515

－

－

－

－

△ 21,426

△ 33,884

△ 2,964

－

15,422

△ 1,048

△ 1,012

－

△ 35

令和1年度 令和2年度

受 取 利 息

　う ち 貸 出 金

　う ち 預 け 金

　うち商品有価証券

　う ち 有 価 証 券

支 払 利 息

　う ち 預 金 積 金

　うち 譲 渡 性 預 金

　う ち 借 用 金

利率による増減残高による増減 純増減 利率による増減残高による増減 純増減

（注）1．残高及び利率の増減要因が重なる部分については、両者の増減割合に応じて按分しております。
　　 2．国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。

令和1年度 令和2年度
資 金 運 用 利 回

資 金調達 原価率

総 資 金 利 鞘

令和1年度 令和2年度
総資産経常利益率

総資産当期純利益率

経常（当期純）利益
総資産（債務保証見返を除く）平均残高

（注）総資産経常（当期純）利益率＝ ×100

令和1年度平成30年度区　　　　分 令和2年度
人 件 費
　 報 酬 給 料 手 当
　 退 職 給 付 費 用
　 そ 　   　 の   　 　 他
物 件 費
　 事 　   　 務   　 　 費
　　　（う ち 旅 費・交 通 費）
　 　（ う ち 通 信 費 ）
　　　（う ち 事 務 機 賃 借 料）
　　　（う ち 事 務 委 託 費）
　 固 定 資 産 費
　　　（う ち 土 地 建 物 賃 借 料）
　　　（う ち 保 全 管 理 費）
　 事 　   　 業   　 　 費
　　　（う ち 広 告 宣 伝 費）
　　　（うち交際費・寄贈費・諸会費）
　 人 事 厚 生 費
 減 価 償 却 費
 そ   の   他
税 金
合 　 計

34,154

33,933

0

220

34,873

34,629

1

243

令和1年度 令和2年度

定 期 預 金

　固 定 金 利 定 期 預 金

　変 動 金 利 定 期 預 金

そ の 他

（注）
1．流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金
2．定期性預金＝定期預金＋定期積金
　固定金利定期預金：預入時に満期日までの利率が確定
　　　　　　　　　 する定期預金

　変動金利定期預金：預入期間中の市場金利の変化に応
　　　　　　　　　 じて金利が変動する定期預金

3．国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。

　　159

803

25,905

1,084

27,952

令和1年度 令和2年度

割 引 手 形

手 形 貸 付

証 書 貸 付

当 座 貸 越

合 計

令和1年度 令和2年度

設 備 資 金

運 転 資 金

合 計

令和1年度 令和2年度

貸 出 金

　 うち 変 動 金 利

　 うち 固 定 金 利

（注）国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。

貸出金残高 構成比 貸出金残高 構成比

計

1.09
0.97
0.12

1.20

1.06

0.14

0.18

0.16

0.05
0.05

426,787
322,397
42,180
62,209
253,833
110,815
（239）
（7,884）
（5,970）
（70,824）
47,629

（10,395）
（28,299）
27,068
（6,140）
（9,096）
5,943
41,073
21,303
11,887
692,508

429,083
331,411
39,995
57,676
260,296
110,318
（1,126）
（7,367）
（3,501）
（72,166）
51,464

（10,399）
（28,221）
29,514
（7,169）
（11,573）
4,873
42,693
21,432
11,006
700,386

450,819
349,973
44,395
56,450
272,923
108,120
（1,219）
（6,781）
（5,189）
（67,767）
50,301

（10,404）
（28,391）
30,671
（7,911）
（11,786）
15,283
46,577
21,969
11,159

734,903

　　176

1,051

25,605

1,214

28,047

12,158

6,868

19,026

63.90%

36.10%

100.0%

11,216

9,235

20,451

54.84%

45.16%

100.0%

27,372

10,130

17,242

28,747

9,090

19,657

（単位:%）（単位:%）

（単位:千円）

（単位:千円）

（単位:百万円）

（単位:百万円）

（単位:百万円）

（単位:百万円）

（単位:百万円）

預金積金及び譲渡性預金平均残高

定期預金残高

受取・支払利息の増減 預金に関する指標

経費の内訳

利　鞘 利益率

貸出金平均残高

貸出金使途別残高

貸出金残高
貸出金等に関する指標

3029
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41.76

42.73

41.32

39.77

令和1年度 令和2年度

期 末 預 貸 率

期 中 平 均 預 貸 率

－

－

令和1年度

令和2年度－

－

－

23

－

23

－

－

20

43

－

－

－

19

－

19

－

－

12

32

令和1年度 令和2年度

当 金 庫 預 金 積 金

有 価 証 券

動   産

不 動 産

そ の 他

信用保証協会・信用保険

保   証

信   用

合 計

計

（注）1．

　　　２．国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。

貸出金
預金積金＋譲渡性預金

預貸率= ×100

令和1年度
業種区分

製 造 業

農 業 、 林 業

漁 業

鉱業、採石業、砂利採取業

建 設 業

電気・ガス・熱供給・水道業

情 報 通 信 業

運 輸 業、郵 便 業

卸 売 業、小 売 業

金 融 業、保 険 業

不 動 産 業

物 品 賃 貸 業

学術研究、専門・技術サービス業

宿 泊 業

飲 食 業

生活関連サービス業、娯楽業

教 育、学 習 支 援 業

医 療 、 福 祉

そ の 他 の サ ー ビ ス

小 　 　 計

地 方 公 共 団 体

個人（住宅・消費・納税資金等）

合 計

  34

3

－

－

122

4

－

17

102

14

74

3

6

4

42

26

－

46

101

598

8

3,425

4,031

856

8

－

－

1,880

58

－

445

1,700

2,786

4,669

324

43

244

683

1,184

－

2,397

1,660

18,944

1,126

7,301

27,372

3.1％

0.0％

－

－

6.9％

0.2％

－

1.6％

6.2％

10.2％

17.1％

1.2％

0.2％

0.9％

2.5％

4.3％

－

8.8％

6.1％

69.2％

4.1％

26.7％

100.0％

貸出金残高 構成比貸出先数
令和2年度

 37
4
－
－

138
3
－
16
100
15
73
1
5
5
62
37
2
49
112
659
9

3,182
3,850

1,050
9
－
－

2,410
59
－

479
1,694
3,316
4,560
10
51
160
848
1,292
16

2,439
1,971
20,371
1,251
7,124
28,747

3.6％
0.0％
－
－

8.3％
0.2％
－

1.6％
5.8％
11.5％
15.8％
0.0％
0.1％
0.5％
2.9％
4.4％
0.0％
8.4％
6.8％
70.8％
4.3％
24.7％
100.0％

貸出金残高 構成比貸出先数

492

759

－

29

1,280

410

853

98.72

491

683

－

4

1,179

331

843

99.62

令和1年度 令和2年度

破 綻 先 債 権 額

延 滞 債 権 額

３ ヵ 月 以 上 延 滞 債 権 額

貸 出 条 件 緩 和 債 権 額

合　計（Ｅ）＝（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）＋（Ｄ）

担 保 ・ 保 証 額

貸 倒 引 当 金

保 全 率（Ｈ）＝｛（Ｆ）＋（Ｇ）｝÷（Ｅ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ｆ）

（Ｇ）

（％）

  【項目の説明】
（Ａ）は破綻先債権とは、未収利息を収益に計上していない貸出金のうち、会社更生法、破産法、民事再生法等の法的手続がとられている債務者や手形交換所にお

いて取引停止処分を受けた債務者に対する貸出金です。
（Ｂ）延滞債権とは、未収利息を収益に計上していない貸出金のうち、「破綻先債権」及び「金利棚上げ」により未収利息を不計上としたものを除く貸出金です。
（Ｃ） ３ヵ月以上延滞債権とは、元金又は利息の支払いが約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞している貸出金で「破綻先債権」「延滞債権」に該当しない貸出金です。
（Ｄ）貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建・支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利と

なる取決めを行った貸出金で「破綻先債権」「延滞債権」「３ヵ月以上延滞債権」に該当しない貸出金です。
（Ｆ）担保・保証額とは、自己査定に基づいて計算した担保の処分見込額及び保証により回収が可能と認められる額の合計です。
（Ｇ）貸倒引当金とは、リスク管理債権に対し引当金の積立をしている残高です。
（Ｈ）保全率とは、リスク管理債権の区分ごとの残高に対し、担保・保証額、貸倒引当金で保全されている割合です。

（注）本表のリスク管理債権の対象債権は
　　　貸出金のみです。（注）業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

（単位:百万円） （単位:百万円）

（単位:百万円）

（単位:千円）

（単位:%）

891

19

－

9,281

－

10,192

4,000

3,790

9,388

27,372

943

16

－

8,657

－

9,618

5,946

3,915

9,267

28,747

令和1年度 令和2年度

当 金 庫 預 金 積 金

有 価 証 券

動 産

不 動 産

そ の 他

信用保証協会・信用保険

保 証

信 用

合 　 　 計

計

（単位:百万円）

債務保証見返の担保別内訳

リスク管理債権の引当・保全状況

貸出金償却

預貸率

貸出金業種別内訳

貸出金の担保別内訳

3231

ト
ピ
ッ
ク
ス

信
金
中
央
金
庫
の
ご
案
内

総
代
会

金
融
A
D
R
制
度
へ
の
対
応

当
金
庫
の
概
要

地
域
貢
献
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー

営
業
の
ご
案
内

資
料
編

Tagawa Shinkin Bank disclosure 2021Tagawa Shinkin Bank disclosure 2021



1,133

136

29

26,151

27,450

1,062

131

4

27,614

28,813

令和1年度 令和2年度

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額

危 険 債 権 額

要 管 理 債 権 額

正 常 債 権 額

合　計（Ｅ）＝（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）＋（Ｄ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

1,133

136

29

1,298

428

853

98.74

1,062

131

4

1,198

349

844

99.62

令和1年度 令和2年度

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｆ）

（Ｇ）

（％）

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額

危 険 債 権 額

要 管 理 債 権 額

合 計 （ Ｅ ）＝（ Ａ ）＋（ Ｂ ）＋（ Ｃ ）

担 保 ・ 保 証 額

貸 倒 引 当 金

保 全 率（Ｈ）＝｛（Ｆ）＋（Ｇ）｝÷（Ｅ）

【項目の説明】

（Ａ）破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産、会社更生、民事再生等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。

（Ｂ）危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取ができない可能性

の高い債権です。

（Ｃ）要管理債権とは、自己査定において要注意先に区分された債務者に対する債権のうち、３ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権に該当するものをいいます。

（Ｄ）正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権であり、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、要管理債権以外の債権をいいます。

（Ｆ） 担保・保証額とは、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額及び保証により回収が可能と認められる額の合計です。

（Ｇ）貸倒引当金とは、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権及び要管理債権に対し引当金の積立をしている残高です。

（Ｈ）保全率とは、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権及び要管理債権の各区分ごとの残高に対し、担保・保証額、貸倒引当金で保全されている割合です。

（注）本表の「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」（以下、「金融再生法」）の対象債権は貸出金の他全ての債権も対象としています。
　　リスク管理債権の対象債権は貸出金であり、金融再生法による開示では、貸出金以外の債権も対象とされておりますので、その対象債権の範囲の差異を除くと、ほぼ
同一の債権を表しています。

金融再生法開示債権及び同債権に対する保全状況

該当ございません。

1,002

2,634

7,263

281

2,153

1,672

15,008

740
2,785
6,781
526
1,998
1,673
14,505

令和1年度 令和2年度
国 債

地 方 債

社 債

株 式

外 国 証 券

そ の 他 の 証 券

合 計

22.45

22.86
20.73
20.64

令和1年度 令和2年度
期 末 預 証 率

期 中 平 均 預 証 率

（注）１.

　　２. 国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。

有価証券
預金積金＋譲渡性預金

預証率= ×100

令和2年度 1年以下
期間の定め
のないもの 合計

1 年 超
3 年 以 下

3 年 超
5 年 以 下

5 年 超
7 年 以 下

7 年 超
1 0 年 以 下 1 0 年 超

－
176
1,528

－
100
－

306
757
1,495

－
400
－

204
1,286
1,913

－
402
－

－
122
671
－

204
－

－
183
520
－

199
－

－
469
701
－

680
－

－
－
－

495
－

1,601

511
2,996
6,830
495
1,998
1,601

国 債

地 方 債

社 債

株 式

外 国 証 券

その他の証券

令和1年度 1年以下
期間の定め
のないもの 合計

1 年 超
3 年 以 下

3 年 超
5 年 以 下

5 年 超
7 年 以 下

7 年 超
1 0 年 以 下 1 0 年 超

502

55

1,317

－

－

－

－

824

2,520

－

200

－

514

623

1,470

－

699

－

－

707

1,129

－

204

－

－

106

249

－

190

－

－

257

378

－

592

－

－

－

－

415

－

1,756

1,017

2,575

7,066

415

1,887

1,756

国 債

地 方 債

社 債

株 式

外 国 証 券

その他の証券

（単位:百万円）

（単位:百万円） （単位:%）

（単位:百万円）

（単位:百万円）

商品有価証券平均残高

有価証券の残存期間別残高

金融再生法開示債権

金融再生法開示債権保全状況

有価証券平均残高 預証率

有価証券に関する指標
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該当ございません。

該当ございません。

❶売買目的有価証券

❹子会社・子法人等株式及び関連法人等株式で時価のあるもの

❷満期保有目的の債券 （単位：百万円）

令和2年度令和1年度

外国証券

種　　類

外国証券

合　　計

時　価 差　額 時　価 差　額

100

200

300

100

195

295

0

△ 4

△ 4

－

300

300

－

278

278

－

△ 21

△ 21

（注）１．時価は、期末日における市場価格等に基づいております。
　      ２．時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券は本表には含めておりません。

（注）１．貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいております。
　     ２．上記の｢その他｣は、外国証券及び投資信託等です。
　　　3. 時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券は本表には含めておりません。

時価が貸借対照表計上額を
超えるもの
時価が貸借対照表計上額を
超えないもの

❸その他有価証券 （単位：百万円）

令和2年度令和1年度

種　　類

合　　計

取得原価 差　額 取得原価 差　額

134
9,014
511
2,504
5,999
2,258
11,408
350
1,323

－
492
831
1,031
2,705
14,114

130
8,888
499
2,463
5,925
2,188
11,207
380
1,352

－
495
857
1,070
2,803
14,011

4
126
11
41
73
69
200
△ 30
△ 28
－

△ 2
△ 26
△ 38
△ 97
102

27

9,621

1,017

2,575

6,028

1,939

11,588

378

1,038

－

－

1,038

1,404

2,820

14,408

25

9,462

1,000

2,518

5,943

1,874

11,362

468

1,102

－

－

1,102

1,570

3,142

14,504

1

158

16

56

85

65

225

△ 90

△ 64

－

－

△ 64

△ 166

△ 321

△ 95

株　式　

債　券　

　国 債

　地方債

　社 債

そ の 他

小　　計

株　式　

債　券　

　国 債

　地方債

　社 債

そ の 他

小　　 計

令和2年度令和1年度

（単位：百万円）

（単位：百万円）

❺時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券

貸借対照表計上額

10

216

5

231

10

216

5

231

貸借対照表計上額

該当ございません。

該当ございません。

非 上 場 株 式

信 金 中 金 出 資 金

そ の 他 出 資 金

合 　 　 計

　当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象役員」は、常勤理事及び常勤監事をいいます。対象役員に対する報酬等は、職務執行の対価とし
て支払う「基本報酬」及び「賞与」、在任期間中の職務執行及び特別功労の対価として退任時に支払う「退職慰労金」で構成されております。

　（１）報酬体系の概要
　【基本報酬及び賞与】
　 非常勤を含む全役員の基本報酬及び賞与につきましては、総代会において、理事全員及び監事全員それぞれの支払総額の最高限度額を決定して
おります。
　そのうえで、各理事の基本報酬額につきましては役位や在任年数等を、各理事の賞与額については前年度の業績等をそれぞれ勘案し、当金庫の
理事会において決定しております。また、各監事の基本報酬額及び賞与額につきましては、監事の協議により決定しております。

　【退職慰労金】
　　退職慰労金につきましては、在任期間中に毎期引当金を計上し、退任時に総代会で承認を得た後、支払っております。

（２）令和2年度における対象役員に対する報酬等の支払総額

（３）その他　
　「信用金庫法施行規則第132条第1項第6号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、信用金庫等の業務の運営又は財産の状況に
重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるものを定める件」（平成24年3月29日付金融庁告示第22号）第2条第1項第3号及び
第6号並びに第3条第1項第3号及び第6号に該当する事項はありませんでした。

　当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象職員等」は、当金庫の非常勤役員、当金庫の職員、当金庫の主要な連結子法人等の役職員であっ
て、対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者のうち、当金庫の業務及び財産の状況に重要な影響を与える者をいいます。
　なお、令和2年度において、対象職員等に該当する者はいませんでした。

❶対象役員

❷対象職員等

支払総額

76

区　分

対象役員に対する報酬等

（注）１．対象職員等には、期中に退任・退職した者も含めております。
２．「主要な連結子法人等」とは、当金庫の連結子法人等のうち、当金庫の連結総資産に対して２％以上の資産を有する会社等をいいます。
  なお、令和2年度においては、該当する会社はありませんでした。
３． 「同等額」は 、令和2年度に対象役員に支払った報酬等の平均額としております。
４． 令和2年度において対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者はいませんでした。

（注）１．対象役員に該当する理事は5名、監事は1名です（期中に退任した者を含む）。
２．上記の内訳は、「基本報酬」59百万円、「退職慰労金」16百万円となっております。
なお、「退職慰労金」は、当年度中に支払った退職慰労金（過年度に繰り入れた引当金分を除く）と当年度に繰り入れた役員退職慰労引当金の合計額です。

貸借対照表
計 上 額

貸借対照表
計 上 額

貸借対照表
計 上 額

貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

貸借対照表
計 上 額

報酬体系について

金銭の信託

有価証券の時価情報

信用金庫法施行規則第102条第1項第5号に掲げる取引（デリバティブ取引）
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（注）　自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本

の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第21号）」に基づき算出しております。

　　なお、当金庫は国内基準により自己資本比率を算出しております。

❶自己資本の構成に関する開示事項
項　　　　　　　　　　目 令和1年度

コア資本に係る基礎項目 （１）
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額
　 うち、出資金及び資本剰余金の額
　 うち、利益剰余金の額  
　 うち、外部流出予定額（△）  
　 うち、上記以外に該当するものの額  
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額
　 うち、一般貸倒引当金コア資本算入額
　 うち、適格引当金コア資本算入額
適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基
礎項目の額に含まれる額

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45%に相当する額のうち、コア資本に係る基礎項目の額
に含まれる額
コア資本に係る基礎項目の額 （イ）
コア資本に係る調整項目 （２）
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額
　 うち、のれんに係るものの額
　 うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額
繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額
適格引当金不足額　　   
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額   
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額   
前払年金費用の額   
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額　　   
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額   
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額   
信用金庫連合会の対象普通出資等の額   
特定項目に係る10%基準超過額   
　 うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額
　 うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
　 うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額
特定項目に係る15%基準超過額
　 うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額
　 うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
　 うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 
コア資本に係る調整項目の額 （ロ）
自己資本 
自己資本の額 （（イ）－（ロ））  （ハ）
リスク・アセット等 （３）
信用リスク・アセットの額の合計額 
   うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額
　 うち、他の金融機関等向けエクスポージャー
　 うち、上記以外に該当するものの額 
オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8%で除して得た額
信用リスク・アセット調整額
オペレーショナル・リスク相当額調整額
リスク・アセット等の額の合計額 （ニ）
自己資本比率
自己資本比率 （（ハ）／（ニ））

令和2年度

2,769
177

2,606
6
△7
7
7
－
－

－

－

2,776

0
－
0
21
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
22

2,754

28,046
△150
△150
－

1,653
－
－

29,700

9.27%

2,735
179

2,568
7
△5
8
8
－
－

－

－

2,744

0
－
0
8
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
8

2,735

27,877
△150
△150
－

1,691
－
－

29,568

9.25%

（1）自己資本の充実度に関する事項
令和1年度 令和2年度

イ．信用リスク・アセット、所要自己資本の額合計
   ①標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー

28,046
27,560

－
－
50
－
－
－
－
20
246
－

6,874
9,771
3,709
528
932
184
1

327
－

1,036
1,036

－
3,877
250
216
190
－
－

3,220
－
－
－
－

352
352
－
－
－
－
－

△ 150
31
－

1,653
29,700

1,121
1,102

－
－
2
－
－
－
－
0
9
－

274
390
148
21
37
7
0
13
－
41
41
－

155
10
8
7
－
－

128
－
－
－
－
14
14
－
－
－
－
－

△ 6
1
－
66

1,188

27,877
27,383

－
－
50
－
－
－
－
20
246
20

5,796
10,379
3,786
509
1,014
213
2
98
－

1,156
1,156
－

4,090
250
216
171
－
－

3,452
－
－
－
－
348
348
－
－
－
－
－

△ 150
31
－

1,691
29,568

1,115
1,095
－
－
2
－
－
－
－
0
9
0

231
415
151
20
40
8
0
3
－
46
46
－
163
10
8
6
－
－
138
－
－
－
－
13
13
－
－
－
－
－
△ 6
1
－
67

1,182

リスク・アセット リスク・アセット所要自己資本額 所要自己資本額

現 金
我 が 国 の 中 央 政 府 及 び 中 央 銀 行 向 け
外 国 の 中 央 政 府 及 び 中 央 銀 行 向 け
国 際 決 済 銀 行 等 向 け
我 が 国 の 地 方 公 共 団 体 向 け
外 国 の 中 央 政 府 等 以 外 の 公 共 部 門 向 け
国 際 開 発 銀 行 向 け
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 向 け
我 が 国 の 政 府 関 係 機 関 向 け
地 方 三 公 社 向 け
金 融 機 関 及 び 第 一 種 金 融 商 品 取 引 業 者 向 け
法 人 等 向 け
中 小 企 業 等 向 け 及 び 個 人 向 け
抵 当 権 付 住 宅 ロ ー ン
不 動 産 取 得 等 事 業 向 け
３ ヵ 月 以 上 延 滞 等
取 立 未 済 手 形
信 用 保 証 協 会 等 に よ る 保 証 付
株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付
出 資 等

上 記 以 外

STC要件適用分
非STC要件適用分

ルック・スルー方式 
マンデート方式 
蓋然性方式（250%） 
蓋然性方式（400%） 
フォールバック方式（1250%）

証券化

再証券化

出資等のエクスポージャー 
重要な出資のエクスポージャー 

（注）１．所要自己資本の額＝リスク・アセット×４%
　　２．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額等のことです。
　　３．「3カ月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3カ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「我が国の中央政府及び中央銀行向け」から「法人

等向け」（「国際決済銀行等向け」を除く）においてリスク・ウェイトが 150％になったエクスポージャーのことです。
　　４．当金庫は、基礎的手法によりオペレーショナル・リスク相当額を算定しています。

　　
　　 5．単体総所要自己資本額＝単体自己資本比率の分母の額 ×4％

＜オペレーショナル・リスク相当額（基礎的手法）の算定方法＞ 粗利益（直近3年間のうち正の値の合計額）×15％
直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数

②証券化エクスポージャー

③リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー

④経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額

⑥ＣＶＡリスク相当額を8％で除して得た額
⑦中央清算機関関連エクスポージャー

ロ．オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8％で除して得た額
ハ．単体総所要自己資本額( イ ＋ ロ )

❷定量的な開示事項

他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通出資等及びその他外部TLAC
関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー
信用金庫連合会の対象普通出資等であってコア資本に係る調整項目の額に算入され
なかった部分に係るエクスポージャー

総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有している他の金融機関等に係る
その他外部TLAC関連調達手段に関するエクスポージャー
総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有していない他の金融機関等に係るその他外部TLAC関
連調達手段のうち、その他外部TLAC関連調達手段に係る5%基準額を上回る部分に係るエクスポージャー

他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る経過措置によりリスク・アセットの
額に算入されなかったものの額

特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー

上記以外のエクスポージャー 

（単位:百万円）

（単位:百万円）

【「自己資本の充実の状況」（自己資本比率規制の第3の柱）】

⑤ 
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（2）信用リスクに関する事項（リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー及び証券化エクスポージャーを除く）

令和1年度 令和2年度 令和2年度 令和2年度 令和2年度 令和2年度令和1年度 令和1年度 令和1年度 令和1年度

地域区分
業種区分
期間区分

エクスポージャー区分 信用リスクエクスポージャー期末残高

貸出金、コミットメン
ト及びその他のデリ
バティブ以外のオ
フ・バランス取引

債　　券 デリバティブ取引
3ヵ月以上延滞
エクスポージャー

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
－

－

－

－

－

－

－

－

－

1,069
－

1,069
223
－
－
－
131
－
－
39
388
－

220
－
－
－
－
4
－
－
19
－
43
－

1,069

72,693
1,804
74,497
2,426

9
－
－

2,510
781
453
2,221
2,434
38,556
5,326
11
51
160
848
1,292
16

2,439
2,088
4,912
7,124
840

74,497
10,110
24,430
8,080
5,022
5,174
8,327
13,352
74,497

28,794
－

28,794
1,050

9
－
－

2,410
59
－

479
1,694
3,316
4,560
10
51
160
848
1,292
16

2,439
1,971
1,251
7,124
47

28,794
3,567
4,475
4,334
4,033
4,275
5,955
2,151
28,794

10,454
1,804
12,258
1,101
－
－
－

100
701
401
1,701
701

3,535
254
－
－
－
－
－
－
－

100
3,661
－
－

12,258
1,799
2,954
3,745
988
898
1,871
－

12,258

1,141

－

1,141

226

－

－

－

140

－

－

41

433

－

222

－

－

－

－

4

－

－

20

－

52

－
1,141

66,195

1,803

67,998

1,825

8

－

－

1,980

886

438

2,392

2,345

33,044

5,617

325

43

244

683

1,184

－

2,397

1,677

4,848

7,301

761
67,998

25,291

8,127

7,196

4,625

5,204

7,266

10,285

67,998

27,431

－

27,431

856

8

－

－

1,880

58

－

445

1,700

2,786

4,669

324

43

244

683

1,184

－

2,397

1,660

1,126

7,301

59
27,431

3,574

4,629

3,911

2,597

4,648

5,725

2,345

27,431

10,779

1,803

12,583

700

－

－

－

100

802

401

1,906

601

4,047

300

－

－

－

－

－

－

－

－

3,722

－

－
12,583

1,873

3,497

3,285

2,028

556

1,341

－

12,583

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

国 内

国 外

製 造 業

農 業 、 林 業

漁 業

鉱業、採石業、砂利採取業

建 設 業

電気・ガス・熱供給・水道業

情 報 通 信 業

運 輸 業、郵 便 業

卸 売 業、小 売 業

金 融 業、保 険 業

不 動 産 業

物 品 賃 貸 業

学術研究、専門・技術サービス業

宿 泊 業

飲 食 業

生活関連サービス業、娯楽業

教 育、学 習 支 援 業

医 療 、 福 祉

そ の 他 の サ ー ビ ス

国・地 方 公 共 団 体 等

個 人

そ の 他

地 域 別 合 計

業 種 別 合 計

残 存 期 間 別 合 計

1 年 以 下
1 年 超 3 年 以 下
3 年 超 5 年 以 下
5 年 超 7 年 以 下
7 年 超 1 0 年 以 下
1 0 年 超
期間の定めのないもの

（注）１．オフ・バランス取引は、デリバティブ取引を除く。
　　２．「３ヵ月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャーのことです。
　　３．上記の「その他」は、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することが困難な投資信託等および、業種区分に分類することが、困難なエクスポージャーです。
　　４．CAVリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。
　　５．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

個別貸倒引当金

183
－
－
－
95
－
－
14
338
－
195
－
－
－
－
4
－
－
8
－
17
857

181
－
－
－
96
－
－
12
334
－
195
－
－
－
－
4
－
－
7
－
16
848

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

183
－
－
－
95
－
－
14
338
－
195
－
－
－
－
4
－
－
8
－
17
857

181
－
－
－
96
－
－
12
334
－
195
－
－
－
－
4
－
－
7
－
16
848

185

－

－

－

95

－

－

15

347

－

196

－

－

－

－

4

－

－

10

－

35

887

183

－

－

－

95

－

－

14

338

－

195

－

－

－

－

4

－

－

8

－

17

857

－

－

－

－

2

－

－

－

8

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

16

26

185

－

－

－

93

－

－

15

339

－

196

－

－

－

－

4

－

－

10

－

19

861

183

－

－

－

95

－

－

14

338

－

195

－

－

－

－

4

－

－

8

－

17

857

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

期首残高 当期増加額
当期減少額

目的使用 その他
期末残高

貸出金償却

製 造 業

農 業 、 林 業

漁 業

鉱業、採石業、砂利採取業

建 設 業

電気・ガス・熱供給・水道業

情 報 通 信 業

運 輸 業 、 郵 便 業

卸 売 業 、 小 売 業

金 融 業 、保 険 業

不 動 産 業

物 品 賃 貸 業

学術研究、専門・技術サービス業

宿 泊 業

飲 食 業

生活関連サービス業、娯楽業

教 育 、学 習 支 援 業

医 療 、 福 祉

そ の 他 の サ ー ビ ス

国・地方公共団体等

個 人

合 　 計

令和1年度 令和1年度 令和1年度 令和1年度 令和1年度 令和1年度 令和2年度令和2年度令和2年度令和2年度令和2年度令和2年度

（注）1．当金庫は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しております。
　　2．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

令和1年度

令和2年度

令和1年度

令和2年度

令和1年度

令和2年度

一般貸倒引当金

個別貸倒引当金

合　　　　　計

当期増加額

8

7

857

848

866

856

期首残高

6

8

887

857

894

866

目的使用

－

－

26

－

26

－

その他

当期減少額

6

8

861

857

867

866

期末残高

8

7

857

848

866

856

（単位:百万円）

（単位:百万円）

（単位:百万円）

ロ．一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額

イ．信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高〈地域別・業種別・残存期間別〉

ハ．業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の残高等
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令和1年度 令和2年度

0
10
20
35
50
75
100
150
250
1,250
合　　計

エクスポージャーの額

（注）1．格付は適格格付機関が付与しているものに限ります。
　　２．エクスポージャーは信用リスク削減手法適用後のリスク・ウェイトに区分しています。
　　３．コア資本に係る調整項目となったエクスポージャー、CVAリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。

格付適用有り 格付適用有り格付適用無し 格付適用無し

－
－
901
－

1,302
－

1,003
－
－
－

8,962
3,462
28,846
1,489
2,746
3,793
15,249

73
168
－

－
－

1,301
－

1,803
－

755
－
－
－

10,804
3,313
34,129
1,528
2,746
3,739
14,155

43
176
－

67,998 74,497

告 示 で 定 め る
リスク・ウェイト区分（％）

（3）信用リスク削減手法に関する事項

（4）派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

令和1年度 令和2年度 令和1年度 令和2年度 令和1年度 令和2年度

適格金融資産担保 保　証

ポートフォリオ

信用リスク削減手法

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー 891 4,660943 4,349 － －

（注）当金庫は、適格金融資産担保について簡便手法を用いています。

（注）投資信託等の裏付資産のうち「出資等エクスポージャー」に該当するものは、一括して上場株式等に含めています。

該当ございません。

（5）証券化エクスポージャーに関する事項
該当ございません。

（6）出資等エクスポージャーに関する事項

令和1年度 令和2年度
区　分

貸借対照表計上額 貸借対照表計上額時　価 時　価

723

231

955

723

231

955

696

231

927

696

231

927

上 場 株 式 等

非 上 場 株 式 等

合 計

クレジット・デリバティブ

（注）損益計算書における損益の額を記載しております。

令和1年度 令和2年度

63

△ 2

0

125

－

－

令和1年度 令和2年度

△ 95 74

売 却 益

売 却 損

償 却

評 価 損 益

令和1年度 令和2年度

令和1年度 令和2年度

△ 21 △ 4

1,058
－
－
－
－

1,107

－

－

－

－

評 価 損 益

（8）金利リスクに関する事項

（7）リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項　

項番

IRRBB　１：金利リスク

1,469
0

995

1,469

995
0

762

995

（注）金利リスクの算定方法の概要は、「定性的な開示事項」の項目に記載しております。

上方パラレルシフト
下方パラレルシフト
スティープ化
フラット化
短期金利上昇
短期金利低下
最大値

自己資本の額

（単位:百万円）

（単位:百万円）

（単位:百万円）

（単位:百万円）

（単位:百万円）

（単位:百万円）

（単位:百万円）

（単位:百万円）

ロ．出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー

イ．貸借対照表計上額及び時価

ハ．貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額

二．貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額

イ ロ

ホ

当期末 前期末

当期末

⊿EVE

128
△ 92

128

83
△ 46

83

ハ 二

ヘ

当期末 前期末

前期末

⊿NII

1
2
3
4
5
6
7

8

ルック・スルー方式を適用するエクスポージャー
マンデート方式を適用するエクスポージャー
蓋然性方式（250%）を適用するエクスポージャー
蓋然性方式（400%）を適用するエクスポージャー
フォールバック方式（1250%）を適用するエクスポージャー

二．リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等

2,754 2,735
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当金庫の自己資本の充実の状況について

当金庫の自己資本は、出資金及び利益剰余金等により構成されております。
なお、当金庫の自己資本調達手段の概要は次のとおりです。
普通出資　①発行主体：田川信用金庫
　　　　　②コア資本に係る基礎項目の額に算入された額：177百万円

当金庫は、これまで、内部留保による資本の積上げ等を行うことにより自己資本を充
実させ、経営の健全性・安全性を充分保っていると評価しております。なお、将来の自
己資本の充実策については、年度ごとに掲げる収支計画に基づいた業務推進を通じ、そ
こから得られる利益による資本の積上げを第一義的な施策として考えております。

（1）リスク管理の方針及び手続の概要
信用リスクとは、取引先の倒産や財務状況の悪化などにより、当金庫の資産の価値が
減少ないし消失し、損失を受けるリスクのことをいいます。当金庫では信用リスクを当金
庫が管理すべき最重要のリスクであるとの認識の上、与信業務の基本的な理念や手続
き等を明示した「クレジットポリシー」を制定し、広く役職員に理解と遵守を促すととも
に、信用リスク管理を徹底しています。
信用リスクの評価は、小口多数取引の推進によるリスクの分散の他、与信ポートフォリ
オ管理として、自己査定による債務者区分別、業種別、さらには与信集中によるリスクの
抑制のため大口与信先の管理など、さまざまな角度からの分析に注力しております。そ
して、信用リスクの計量化に向け、現在、インフラ整備も含めた準備を進めております。
個別案件の審査・与信管理にあたりましては、審査管理部門と営業推進部門を互に
分離し、相互に牽制が働く体制としています。さらに、融資審議会開催要領に基づく審
査の合議制や貸出金関係権限委譲規程に従って厳正な運営管理を実施しております。
貸倒引当金は、「自己査定基準」及び「償却・引当に関する規定」に基づき、自己査定に
おける債務者区分ごとに算定しております。一般貸倒引当金にあたる正常先、要注意先、
要管理先については、債務者区分ごとの債権額にそれぞれ貸倒実績率に基づいた予想
損失率を乗じて算出しております。また、個別貸倒引当金に関しては、破綻懸念先、実質
破綻先及び破綻先ともに、優良担保を除いた未保全額に対して算出しております。
なお、それぞれの結果については会計監査人の監査を受けるなど、適正な計上に努め
ております。
（２）リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関
リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は以下の４つの機関を採用しています。
なお、エクスポージャーの種類ごとに適格格付機関の使分けは行っておりません。
・（株）格付投資情報センター（R＆I）
・（株）日本格付研究所（JCR）
・ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moody’s）
・S＆Pグローバル・レーティング（S＆P）

信用リスク削減手法とは、金庫が抱えている信用リスクを軽減化するための措置をい
います。当金庫は、リスク管理の観点から、融資の取上げに際し、信用リスクを軽減する
ために、取引先によっては、不動産等担保や信用保証協会保証による保全措置を講じて
おります。ただし、これはあくまでも補完的措置であり、資金使途、返済原資、財務内容、
事業環境、経営者の資質など、さまざまな角度から判断を行っております。
また、判断の結果、担保又は保証が必要な場合には、お客様への十分な説明とご理解
をいただいた上でご契約いただく等、適切な取扱いに努めております。
バーゼルⅢにおける信用リスク削減手法として、当金庫が扱う主要な担保には、預金

積金や上場株式等があり、担保に関する手続きについては、当金庫が定める「融資業務
取扱要領」や「不動産担保評価基準」等により、適切な事務取扱い並びに適正な評価・
管理を行っております。
一方、当金庫が扱う主要な保証には、独立行政法人住宅金融支援機構や一般社団法
人しんきん保証基金等があります。
また、お客様が期限の利益を失われた場合には、全ての与信取引の範囲において預
金相殺等をする場合がありますが、金庫が定める「融資業務取扱要領」や各種約定書等
に基づき、適切な取扱いに努めております。
なお、信用リスク削減手法の適用に伴う信用リスクの集中に関しては、特に業種やエ
クスポージャーの種類に偏ることなく分散されております。

当金庫は、派生商品取引及び長期決済期間取引を行っておりません。

　当金庫は、証券化取引を行っておりません。　

（1）リスク管理の方針及び手続の概要
当金庫では、オペレーショナル・リスクを「内部プロセス・人・システムが不適切で
あることもしくは機能しないこと、又は外生的事象が生起することから当金庫に生じる
損失にかかるリスク」と定義しています。当金庫はオペレーショナル・リスクについて、

事務リスク、システムリスク、法務リスク、人的リスク、有形資産リスク、風評リスクの各リ
スクを含む幅広いリスクと考え、管理体制や管理方法に関するリスク管理の基本方針を
それぞれのリスクについて定め、リスクを認識し、評価しております。
当面、バーゼルⅢ対応としてオペレーショナル・リスク相当額の算定は、基礎的手法
を採用することとし、態勢を整備しております。
また、これらのリスクに関しましては、リスク管理統括委員会におきまして、協議・検
討するとともに、必要に応じて理事会、常務会といった経営陣に対する報告態勢を整備
しております。
（2）オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称
当金庫は基礎的手法を採用しております。

銀行勘定における出資等又は株式エクスポージャーにあたるものは、上場株式、非上
場株式、子会社・関連会社、政策投資株式、上場優先出資証券、株式関連投資信託、そ
の他ベンチャーファンド又は投資事業組合への出資が該当します。
そのうち、上場株式、株式関連投資信託にかかるリスクの認識については、時価評価
並びに時価が20％及び30％下落した場合の損失によるリスク計測によって把握すると
ともに、当金庫が抱える市場リスクの状況や損失限度枠の遵守状況を経営陣に報告す
るなど、適切なリスク管理に努めています。
一方、非上場株式、その他の出資金等に関しては、当金庫が定める「資金運用基準」等
に基づいた適正な運用・管理を行っています。また、リスクの状況は、財務諸表や事業
報告を基にした評価による定期的なモニタリングを実施するとともに、その状況につい
ては、適宜、経営陣へ報告を行うなど、適切なリスク管理に努めています。
なお、当該取引にかかる会計処理については、当金庫が定める「有価証券会計処理基
準」及び日本公認会計士協会の「金融商品会計に関する実務指針」に従った、適正な処
理を行っております。

（1）リスク管理の方針及び手続の概要
金利リスクとは、市場金利の変動によって受ける資産価値の変動や、将来の収益性に
対する影響を指しますが、当金庫においては、双方ともに定期的な評価・計測を行い、
適宜、対応を講じる態勢としております。
金利リスクの計測については、金利変動による経済価値変化の指標である⊿EVE、及
び期間損益変化の指標である⊿NIIの計測や、一定の金利ショックを想定した場合の金
利リスク（VaR（バリュー・アット・リスク）・BPV（ベーシス・ポイント・バリュー））の
計測などを月次で行い、ＡＬＭ委員会で協議検討するとともに、必要に応じて経営陣へ
報告を行うなど、資産・負債の最適化に向けたリスク・コントロールに努めております。
（2）金利リスクの算定手法の概要
１．開示告示に基づく定量的開示の対象となる⊿EVE及び⊿NII並びに銀行がこれら
　　　に追加して自ら開示を行う金利リスクに関する事項
　  ①流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期　1.25年
　  ②流動性預金に割り当てられた最長の金利改定満期　　 5年
     ③流動性預金への満期の割当て方法（コア預金モデル等）及びその前提
　　　  金融庁が定める保守的な前提を採用しています。
     ④固定金利貸出の期限前返済や定期預金の早期解約に関する前提
        　金融庁が定める保守的な前提を採用しています。
     ⑤複数の通貨の集計方法及びその前提
　　  　通貨別に算出した金利リスクの正値のみ合算し、通貨間の相関は考慮してい

　　　　  ません。
　   ⑥スプレッドに関する前提
　　  　リスクフリーレートの金利ショック幅と割引金利の金利ショック幅を同一と   
　　　　  見なしており、割引金利の相関やスプレッドは考慮しておりません。
　   ⑦内部モデルの仕様等、⊿EVE及び⊿NIIに重大な影響を及ぼすその他の前提
        　該当事項はありません。
　   ⑧前事業年度末からの変動に関する説明
　　　  ⊿EVEについては、預け金、貸出金の残高増加を主因として前年同期比474
　　　　　百万円増加し、1,469百万円となりました。
　   ⑨集計値の解釈や重要性に関するその他の説明
　　      当庫の⊿EVEについては、上方パラレルシフトの⊿EVEが最大値となります。
２．銀行が、自己資本の充実度の評価、ストレステスト、リスク管理、収益管理、経営上の

　　  判断その他の目的で、開示告示に基づく定量開示の対象となる⊿EVE及び⊿NII以  
　　  外の金利リスクを計測している場合における、当該金利リスクに関する事項
    　銀行勘定の金利リスクについては、⊿EVE及び⊿NIIに加え、VaR、BPVを計測
　　  しております。
　　　VaRについては、預貸金・債権等の業務別に、信頼区間99%、観測期間1年保
　　　有期間3か月の分散共分散法により計測しております。
　　　BPVについては、金利が100BPV（1%）上昇時の現在価値の変動の大きさと
　　　方向を表しており、有価証券について計測しております。

3. 信用リスクに関する項目

2.自己資本の充実度に関する評価方法の概要

1.自己資本調達手段の概要

8. 銀行勘定における出資その他これに類するエクスポージャー又は
    株式等エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要

7. オペレーショナル・リスクに関する事項

6.証券化エクスポージャーに関する事項

5. 派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針
   及び手続の概要

このディスクロージャー誌は、信用金庫法第89条で準用する銀行法第21条に基づいて作成しております。
なお、当金庫独自の項目も掲載しております。

貸出金平均残高
貸出金残高
貸出金使途別残高
貸出金業種別内訳
貸出金の担保別内訳
債務保証見返の担保別内訳
商品有価証券平均残高
有価証券平均残高
有価証券の残存期間別残高

自己資本の構成に関する開示事項
定量的な開示事項
定性的な開示事項

手数料一覧

地域貢献ディスクロージャー
信金中央金庫と信用金庫
クローバーしんきんグループ
トピックス
営業のご案内
サービスのご案内
店舗案内・歩み

経営理念
経営方針
役員一覧
主要な事業内容
組織
法令等遵守の体制
リスク管理の体制
個人情報の保護
金融ADR制度への対応
総代会
報酬体系について
店舗一覧
自動機器設置状況

事業の概況
貸借対照表
損益計算書
剰余金処分計算書
会計監査人による監査
財務諸表の正確性、内部監査の有効性
最近5年間の主要な経営指標の推移
業務粗利益
業務純益
資金運用収支の内訳
受取・支払利息の増減
利鞘
利益率
経費の内訳
貸出金償却
預貸率
リスク管理債権の引当・保全状況
金融再生法開示債権及び同債権に対する保全状況
預証率
有価証券の時価情報
金銭の信託
デリバティブ取引

預金積金及び譲渡性預金平均残高
定期預金残高

9. 銀行勘定における金利リスクに関する事項

4. 信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要

❸定性的な開示事項 開示項目一覧

概要・組織・運営

経理・経営内容

資金調達

資金運用

自己資本の充実の状況

その他業務

その他

30
30

19

30
30
30
31
31
32
34
34
34

37
38－42

43

3－4
12
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14－16
17
18

45－46

5
5
5
5
6
6
7
7

8－9
   10－11
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45
46
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27
27
27
27
28
28
28
28
29
29
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32
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32
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添田支店添田支店

本店本店東支店東支店

方城支店方城支店

赤池支店赤池支店

西支店西支店

金田支店金田支店
香春支店香春支店

行橋支店行橋支店

田川市伊田信用組合として発足
信用金庫法に基づく組織変更により
「田川市伊田信用金庫」となる
48年「田川信用金庫」に名称変更
金田支店開設
香春出張所開設（昭和41年支店に昇格）
西支店開設
香春支店新築移転（現在地へ）
添田支店開設
赤池支店開設
新本店開設（旧本店を東支店に名称変更）
行橋支店開設
川崎支店開設
方城支店開設
金田支店新築
赤池支店増改築
田川市役所に共同ATM設置
田川市立病院に共同ATM設置
サンリブ田川に店外ATM設置
添田支店新築

昭 和 23 年
昭 和 27 年

昭 和 29 年
昭 和 37 年
昭 和 48 年

昭 和 51 年
昭 和 53 年
昭 和 55 年

昭 和 56 年
平  成 1  年
平 成  8  年

平 成  9  年

平 成 10 年

営業地区
福岡県全域

〒825-0002
福岡県田川市大字伊田3557番地8
TEL（代表）0947-42-4040
FAX（本部）0947-44-8885
FAX（本店）0947-44-8858

本店 （ATM・両替機・貸金庫）
サンリブ田川出張所
福岡県田川市大字川宮1674番地7

田川市役所出張所（共同）
福岡県田川市中央町1-1

田川市立病院出張所（共同）
福岡県田川市大字糒1700番地2

店舗外現金自動設備

〒822-1212
福岡県田川郡福智町弁城2237番地の1
TEL 0947-22-1933（代）
FAX 0947-47-3011

方城支店 （ATM・両替機）

〒824-0031
福岡県行橋市西宮市4丁目1番17号
TEL 0930-24-6777（代）
FAX 0930-26-1428

行橋支店 （ATM・両替機）

〒824-0601
福岡県田川郡添田町大字庄216番地
TEL 0947-82-4141（代）
FAX 0947-47-7010

添田支店 （ATM・両替機）

〒826-0023
福岡県田川市上本町2番28号
TEL 0947-42-8125（代）
FAX 0947-47-1118

西支店 （ATM・両替機）

〒822-1101
福岡県田川郡福智町赤池968番地
TEL 0947-28-5151（代）
FAX 0947-47-5020

赤池支店 （ATM・両替機）

〒822-1403
福岡県田川郡香春町大字高野484番地4
TEL 0947-32-2413（代）
FAX 0947-47-2030

香春支店 （ATM・両替機）

〒822-1201
福岡県田川郡福智町金田1131番地の1
TEL 0947-22-0510（代）
FAX 0947-47-3010

金田支店 （ATM・両替機）

〒825-0012
福岡県田川市日の出町7番22号
TEL 0947-42-6110（代）
FAX 0947-47-1117

東支店 （ATM・両替機）

地
域
に
根
を
は
り
、未
来
に
広
が
る

安
心
と
信
頼
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
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金庫の歩み
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